
○

最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自

己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
二
年
金
融
庁
告
示
第

百
三
十
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は

当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

［
第
一
章
・
第
二
章

略
］

［
第
一
章
・
第
二
章

同
上
］

第
三
章

信
用
リ
ス
ク
の
標
準
的
手
法

第
三
章

信
用
リ
ス
ク
の
標
準
的
手
法

［
第
一
節
～
第
五
節

略
］

［
第
一
節
～
第
五
節

同
上
］

第
六
節

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法

第
六
節

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法

［
第
一
款
・
第
二
款

略
］

［
第
一
款
・
第
二
款

同
上
］

第
三
款

包
括
的
手
法

第
三
款

包
括
的
手
法

［
第
一
目
～
第
七
目

略
］

［
第
一
目
～
第
七
目

同
上
］

第
八
目

削
除

第
八
目

包
括
的
手
法
に
お
け
る
担
保
付
派
生
商
品
取
引
（
第
八
十
九

条
）

［
第
四
款
～
第
七
款

略
］

［
第
四
款
～
第
七
款

同
上
］

第
八
款

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項

第
八
款

信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項

［
第
一
目
・
第
二
目

略
］

［
第
一
目
・
第
二
目

同
上
］

第
三
目

セ
カ
ン
ド
・
ト
ゥ
・
デ
フ
ォ
ル
ト
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ

第
三
目

セ
カ
ン
ド
・
ト
ゥ
・
デ
フ
ォ
ル
ト
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
等
（
第
百
十
三
条
䢣
第
百
十
五
条
）

テ
ィ
ブ
等
（
第
百
十
三
条
䢣
第
百
十
五
条
）

第
七
節

間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
方
法
の
特
例
（
第
百
十
五

条
の
二
）

［
第
四
章
～
第
七
章

略
］

［
第
四
章
～
第
七
章

同
上
］

附
則

附
則
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（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

［
同
上
］

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
七
の
二

略
］

［
一
～
七
の
二

同
上
］

七
の
三

適
格
中
央
清
算
機
関

最
終
指
定
親
会
社
が
第
二
百
四
十
八
条
の
八

七
の
三

適
格
中
央
清
算
機
関

最
終
指
定
親
会
社
が
第
二
百
四
十
八
条
の
八

第
一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す

第
二
項
に
定
め
る
手
法
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る

る
に
当
た
っ
て
必
要
な
情
報
を
最
終
指
定
親
会
社
に
提
供
し
て
い
る
者
で
あ

に
当
た
っ
て
必
要
な
情
報
を
最
終
指
定
親
会
社
に
提
供
し
て
い
る
者
で
あ
っ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

て
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
八
～
三
十
五

略
］

［
八
～
三
十
五

同
上
］

三
十
六

ソ
ブ
リ
ン
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

次
に
掲
げ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

三
十
六

［
同
上
］

ャ
ー
を
い
う
。

［
イ
～
ヘ

略
］

［
イ
～
ヘ

同
上
］

ト

国
際
復
興
開
発
銀
行
、
国
際
金
融
公
社
、
多
数
国
間
投
資
保
証
機
関
、

ト

国
際
復
興
開
発
銀
行
、
国
際
金
融
公
社
、
多
数
国
間
投
資
保
証
機
関
、

国
際
開
発
協
会
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
、
ア
フ
リ
カ
開
発
銀
行
、
欧
州
復
興

ア
ジ
ア
開
発
銀
行
、
ア
フ
リ
カ
開
発
銀
行
、
欧
州
復
興
開
発
銀
行
、
米
州

開
発
銀
行
、
米
州
開
発
銀
行
、
欧
州
投
資
銀
行
、
欧
州
投
資
基
金
、
北
欧

開
発
銀
行
、
欧
州
投
資
銀
行
、
欧
州
投
資
基
金
、
北
欧
投
資
銀
行
、
カ
リ

投
資
銀
行
、
カ
リ
ブ
開
発
銀
行
、
イ
ス
ラ
ム
開
発
銀
行
、
予
防
接
種
の
た

ブ
開
発
銀
行
、
イ
ス
ラ
ム
開
発
銀
行
、
予
防
接
種
の
た
め
の
国
際
金
融
フ

め
の
国
際
金
融
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
、
欧
州
評
議
会
開
発
銀
行
及
び
ア
ジ
ア
イ

ァ
シ
リ
テ
ィ
及
び
欧
州
評
議
会
開
発
銀
行
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ン
フ
ラ
投
資
銀
行
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

［
チ
・
リ

略
］

［
チ
・
リ

同
上
］

［
三
十
七
・
三
十
七
の
二

略
］

［
三
十
七
・
三
十
七
の
二

同
上
］

三
十
七
の
三

ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

派
生
商
品
取
引
、
レ
ポ
形

三
十
七
の
三

ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

派
生
商
品
取
引
及
び
レ
ポ
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式
の
取
引
及
び
長
期
決
済
期
間
取
引
（
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
長

形
式
の
取
引
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
担
保
の
差
入
れ
に
よ
り
生
ず
る
エ
ク

期
決
済
期
間
取
引
を
い
う
。
第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
に

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。

お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
担
保
の
提
供
に
よ
り
生
ず
る
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。

［
三
十
七
の
四
～
八
十
五

略
］

［
三
十
七
の
四
～
八
十
五

同
上
］

第
三
条

［
略
］

第
三
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
が
保
険
会
社
等
（
保
険

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
指
定
親
会
社
が
保
険
会
社
等
（
保
険

会
社
、
少
額
短
期
保
険
業
者
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
外
国
の
法
人
並
び
に
こ
れ

会
社
、
少
額
短
期
保
険
業
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
外
国
の
法
人
を
い
う
。
以
下

ら
の
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
子
会
社
等
と
し
て
い
る
場
合
に
お

同
じ
。
）
を
子
会
社
等
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
（
以
下
「

け
る
当
該
子
会
社
等
（
以
下
「
保
険
子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

保
険
子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
連
結
の
範
囲
に
含
め
な
い
も
の

連
結
の
範
囲
に
含
め
な
い
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
）

（
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
）

第
十
条

第
二
条
各
号
及
び
第
二
条
の
二
第
一
項
の
算
式
に
お
い
て
信
用
リ
ス
ク

第
十
条

第
二
条
各
号
及
び
第
二
条
の
二
第
一
項
の
算
式
に
お
い
て
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
は
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
あ
っ

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
は
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
あ
っ

て
は
第
十
四
条
に
定
め
る
も
の
を
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に

て
は
第
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
を
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親

あ
っ
て
は
第
百
二
十
八
条
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

会
社
に
あ
っ
て
は
第
百
二
十
八
条
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

（
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額
の
合
計
額
）

額
の
合
計
額
）
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第
十
四
条

［
略
］

第
十
四
条

［
同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

２

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
直
接
清
算
参
加
者
と
し
て
、
間
接
清

算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
、
間
接

清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
に
係
る
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
商
品
清
算
取
引
そ

の
他
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
取
次
ぎ
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
海
外
の
取
引
（
以
下
「
清

算
取
次
ぎ
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に

対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

額
に
つ
い
て
、
第
百
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
場
合
に
は
、
前
項

第
一
号
の
合
計
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
、
当
該
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
と
し
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
算
出

さ
れ
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
開
発
銀
行
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

（
国
際
開
発
銀
行
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
二
十
六
条

［
略
］

第
二
十
六
条

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
復
興
開
発
銀
行
、
国
際
金
融
公
社
、
多

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
復
興
開
発
銀
行
、
国
際
金
融
公
社
、
多

数
国
間
投
資
保
証
機
関
、
国
際
開
発
協
会
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
、
ア
フ
リ
カ
開

数
国
間
投
資
保
証
機
関
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
、
ア
フ
リ
カ
開
発
銀
行
、
欧
州
復

発
銀
行
、
欧
州
復
興
開
発
銀
行
、
米
州
開
発
銀
行
、
欧
州
投
資
銀
行
、
欧
州
投

興
開
発
銀
行
、
米
州
開
発
銀
行
、
欧
州
投
資
銀
行
、
欧
州
投
資
基
金
、
北
欧
投

資
基
金
、
北
欧
投
資
銀
行
、
カ
リ
ブ
開
発
銀
行
、
イ
ス
ラ
ム
開
発
銀
行
、
予
防

資
銀
行
、
カ
リ
ブ
開
発
銀
行
、
イ
ス
ラ
ム
開
発
銀
行
、
予
防
接
種
の
た
め
の
国

接
種
の
た
め
の
国
際
金
融
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
、
欧
州
評
議
会
開
発
銀
行
及
び
ア
ジ

際
金
融
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
及
び
欧
州
評
議
会
開
発
銀
行
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

ア
イ
ン
フ
ラ
投
資
銀
行
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、

の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
零
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
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零
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

（
信
用
保
証
協
会
等
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

（
信
用
保
証
協
会
等
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
四
十
一
条

［
略
］

第
四
十
一
条

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
中
小
企
業
者
に
対
す

律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
中
小
企
業
者
に
対
す

る
同
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
経
営
安
定
関
連
保
証
（
信
用
保
証
協
会
（
第
一

る
同
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
経
営
安
定
関
連
保
証
（
信
用
保
証
協
会
（
第
一

条
第
三
十
六
号
リ
に
規
定
す
る
信
用
保
証
協
会
を
い
う
。
）
に
よ
り
債
務
の
全

条
第
三
十
六
号
リ
に
規
定
す
る
信
用
保
証
協
会
を
い
う
。
）
に
よ
り
債
務
の
全

額
が
保
証
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
国
に
よ
り
当
該
保
証
に
係
る
必

額
が
保
証
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
国
に
よ
り
当
該
保
証
に
係
る
必

要
な
財
政
上
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
保
証
に

要
な
財
政
上
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
保
証
に

係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
零
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る

係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
零
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る

。

。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
）

（
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
与
信
相
当
額
）

第
四
十
五
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

第
四
十
五
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
を
行
う
場
合
、
当
該
取
引
の
相
手
方
に
対
す
る
信
用
リ

オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
を
行
う
場
合
、
当
該
取
引
の
相
手
方
に
対
す
る
信
用
リ

ス
ク
に
係
る
与
信
相
当
額
は
、
当
該
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
（
見
か
け
の
額

ス
ク
に
係
る
与
信
相
当
額
は
、
当
該
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
（
見
か
け
の
額

で
は
な
く
、
そ
の
取
引
の
経
済
効
果
を
反
映
し
た
額
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

で
は
な
く
、
そ
の
取
引
の
経
済
効
果
を
反
映
し
た
額
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

以
下
同
じ
。
）
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
掛
目
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

以
下
同
じ
。
）
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
掛
目
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

掛

目

オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
種

備

考

掛

目

オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
の
種

備

考

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

類

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

類
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［
略
］

［
同
上
］

百

七

信
用
供
与
に
直
接
的
に

信
用
供
与
に
直
接

百

七

信
用
供
与
に
直
接
的
に

信
用
供
与
に
直
接

代
替
す
る
偶
発
債
務

的
に
代
替
す
る
偶
発

代
替
す
る
偶
発
債
務

的
に
代
替
す
る
偶
発

債
務
と
は
、
一
般
的

債
務
と
は
、
一
般
的

な
債
務
の
保
証
、
手

な
債
務
の
保
証
、
手

形
の
引
受
け
（
手
形

形
の
引
受
け
（
手
形

の
引
受
け
の
性
格
を

の
引
受
け
の
性
格
を

持
つ
裏
書
を
含
む
。

持
つ
裏
書
を
含
む
。

）
及
び
元
本
補

信

）
及
び
元
本
補

信

託
契
約
等
を
い
う
。

託
契
約
等
を
い
う
。

八

有
価
証
券
の
貸
付
、
現

八

有
価
証
券
の
貸
付
、
現

金
若
し
く
は
有
価
証
券
に

金
若
し
く
は
有
価
証
券
に

よ
る
担
保
の
提
供
（
Ｓ
Ａ

よ
る
担
保
の
提
供
又
は
有

－

Ｃ
Ｃ
Ｒ
（
第
四
十
七
条

価
証
券
の
買
戻
条
件
付
売

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

却
若
し
く
は
売
戻
条
件
付

与
信
相
当
額
を
算
出
す
る

購
入

こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
用
い
て
派
生
商
品

取
引
若
し
く
は
長
期
決
済

- 7 -



期
間
取
引
に
係
る
与
信
相

当
額
を
算
出
し
、
又
は
期

待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方

式
（
第
四
十
九
条
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
与
信
相

当
額
を
算
出
す
る
こ
と
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

用
い
て
派
生
商
品
取
引
、

長
期
決
済
期
間
取
引
若
し

く
は
レ
ポ
形
式
の
取
引
若

し
く
は
信
用
取
引
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
海
外
の
取

引
に
係
る
与
信
相
当
額
を

算
出
す
る
場
合
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
取
引
に
お
け

る
担
保
の
提
供
で
与
信
相

当
額
が
算
出
さ
れ
る
も
の

を
除
く
。
）
又
は
有
価
証

券
の
買
戻
条
件
付
売
却
若

し
く
は
売
戻
条
件
付
購
入

［
（
注
１
）
・
（
注
２
）

略
］

［
（
注
１
）
・
（
注
２
）

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

- 8 -



（
与
信
相
当
額
の
算
出
）

（
与
信
相
当
額
の
算
出
）

第
四
十
六
条

先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
、
オ
プ
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
派
生
商
品
取
引
の
与

第
四
十
六
条

先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
、
オ
プ
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
派
生
商
品
取
引
の
与

信
相
当
額
は
、
次
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
Ｓ
Ａ－

信
相
当
額
は
、
次
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
カ
レ
ン

Ｃ
Ｃ
Ｒ
又
は
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。
た
だ
し
、

ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
、
標
準
方
式
又
は
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方

原
契
約
期
間
が
五
営
業
日
以
内
の
外
国
為
替
関
連
取
引
に
つ
い
て
は
、
与
信
相

式
を
用
い
て
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
原
契
約
期
間
が
五
営
業
日
以
内
の
外
国
為

当
額
の
算
出
対
象
か
ら
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

替
関
連
取
引
に
つ
い
て
は
、
与
信
相
当
額
の
算
出
対
象
か
ら
除
く
こ
と
が
で
き

る
。

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
こ
の
節
に
お
け
る
与
信
相
当
額
の

５

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
こ
の
節
に
お
け
る
与
信
相
当
額
の

算
出
に
当
た
っ
て
は
、
Ｃ
Ｖ
Ａ
の
影
響
を
勘
案
し
な
い
も
の
と
す
る
。

算
出
に
当
た
っ
て
は
、
Ｃ
Ｖ
Ａ
の
影
響
を
勘
案
し
て
は
な
ら
な
い
。

６

［
略
］

６

［
同
上
］

（
Ｓ
Ａ－

Ｃ
Ｃ
Ｒ
）

（
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
）

第
四
十
七
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
Ｓ
Ａ－
Ｃ
Ｃ
Ｒ
を
用
い
る

第
四
十
七
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー

場
合
に
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
（
法
的
に
有
効
な
相
対
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ

ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
合
計
す
る
こ
と
に

契
約
下
に
あ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
当
該
取
引
の
集
合
を
い
い
、
そ
れ
以
外
の
取

よ
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
。

引
に
あ
っ
て
は
個
別
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
の
算
式
に
よ

一

先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
、
オ
プ
シ
ョ
ン
、
そ
の
他
の
派
生
商
品
取
引
を
時
価
評

り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
（
法
的
に

価
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
し
た
再
構
築
コ
ス
ト
の
額
。
た
だ
し
、
零
を
下
回

有
効
な
相
対
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
契
約
下
に
あ
る
取
引
の
集
合
に
限
る
。
）
に
お
い

ら
な
い
も
の
と
す
る
。

て
、
複
数
の
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
（
取
引
相
手
方
に
係
る
エ
ク
ス
ポ

二

派
生
商
品
取
引
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
除
く
。
）
を
イ
の
表

ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
指
定
さ
れ
た
額
を
超
え
た
と
き
に
、
当
該
取
引
相
手
方
に
対

の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
残
存
期
間
に
応
じ
て
区

し
て
担
保
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

分
し
、
当
該
取
引
の
想
定
元
本
額
に
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
掛
目
（
元
本
を
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並
び
に
第
四
十
九
条
第
五
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
締
結
さ
れ

複
数
回
交
換
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
各
掛
目
を
残
存
交
換
回
数
倍
す
る
も

て
い
る
場
合
に
は
、
個
々
の
当
該
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
の
下
に
あ
る

の
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
ロ

取
引
の
集
合
ご
と
に
、
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
原
債
務
者

与
信

相
当

額

＝1
.
4

×
（RC

＋P
FE

）

の
種
類
に
応
じ
て
区
分
し
当
該
取
引
の
想
定
元
本
額
に
同
表
の
下
欄
に
定
め

RC
は

再
構

築
コ

ス
ト

（以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ

）

る
掛
目
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
グ
ロ
ス
の
ア
ド
オ
ン
」
と
い
う
。
）

、
。

P
F
E
は

将
来

の
潜

在
的

な
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

額

（以
下

こ
の

条
に

お
い

て

イ

派
生
商
品
取
引
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
除
く
。
）
の
掛
目

、
ー

ー

同
じ

）

。

２

前
項
のR

C

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

取
引
の
区
分

残
存
期
間
の
区
分

掛

目

め
る
算
式
を
用
い
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
を
締
結
し
て
い
な
い
場
合

外
国
為
替
関
連
取
引
及

一
年
以
内

一
・
〇

び
金
関
連
取
引

一
年
超
五
年
以
内

五
・
〇

五
年
超

七
・
五

V
は

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
に

含
ま

れ
る

取
引

の
時

価
の

合
計

額
次

金
利
関
連
取
引

一
年
以
内

〇
・
〇

、
（

号
及

び
第

六
項

に
お

い
て

同
じ

）

一
年
超
五
年
以
内

〇
・
五

。

C
は

ヘ
ア

カ
ッ

ト
調

整
後

の
ネ
ッ

ト
担

保
額

次
号

及
び

第
六

項
に

お
い

五
年
超

一
・
五

、
（

て
同

じ

）

。

C
は

取
引

相
手

方
か

ら
受

け
入

れ
た

適
格

金
融

資
産

担
保

の
額

株
式
関
連
取
引

一
年
以
内

六
・
〇

c
o
l
l
e
c
t
、

H
c

は
適

格
金

融
資

産
担

保
を

受
け

入
れ
る

場
合

に
お

い
て

適
用

す
る

一
年
超
五
年
以
内

八
・
〇

c
o
l
l
e
c
t
、

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整
率

担
保

の
価

格
変

動
リ

ス
ク

を
勘

案
し

て
担

保

五
年
超

十
・
〇

（

の
額

を
調

整
す

る
た

め
の

値
を

い
う

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

。
）

H
f
x

は
適

格
金

融
資

産
担

保
を

受
け

入
れ

る
場

合
に

お
い

て
エ

ク
ス

貴
金
属
関
連
取
引
（
金

一
年
以
内

七
・
〇

c
o
l
l
e
c
t
、
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ポ
ジ
ャ

と
適

格
金

融
資

産
担

保
の
通

貨
が

異
な

る
と

き
に

適
用

す
る

関
連
取
引
を
除
く
。
）

一
年
超
五
年
以
内

七
・
〇

ー
ー

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率

五
年
超

八
・
〇

C
は

取
引

相
手

方
へ

差
し

入
れ

た
担

保
取

引
相

手
方

以
外

の
第

三
者

p
o
s
t
、

（

に
よ
っ

て
分

別
管

理
さ

れ
て

お
り

か
つ

取
引

相
手

方
に

係
る

倒
産

手

そ
の
他
の
コ
モ
デ
ィ
テ

一
年
以
内

十
・
〇

、
、

続
又

は
外

国
に

お
け

る
倒

産
手

続
と

同
種

類
の

手
続

に
伴

う
当

該
担

保
に

ィ
関
連
取
引

一
年
超
五
年
以
内

十
二
・
〇

対
す

る
損

失
の

発
生

を
防

ぐ
た

め
に

必
要

な
方

策
が

講
ぜ

ら
れ

て
い

る
も

五
年
超

十
五
・
〇

の
を

除
く

の
額

。
）

H
c

は
担

保
を

差
し

入
れ

る
場

合
に

お
い

て
取

引
相

手
方

に
引

き
渡

し

（
注
１
）

特
定
の
支
払
期
日
に
お
い
て
そ
の
時
点
で
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

p
o
s
t
、

、

た
資

産
の

種
類

に
応

じ
て

適
用

す
る

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率

ャ
ー
を
清
算
す
る
構
造
で
、
か
つ
、
当
該
特
定
の
期
日
に
お
い

H
f
x

は
担
保

を
差

し
入

れ
る

場
合

に
お

い
て

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

と
担

て
市
場
価
値
が
零
に
な
る
よ
う
に
契
約
条
件
が
再
設
定
さ
れ
る

p
o
s
t
、

ー
ー

保
の

通
貨

が
異

な
る

と
き

に
適

用
す

る
ボ

ラ
テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率

契
約
に
つ
い
て
は
、
残
存
期
間
を
次
の
再
設
定
日
ま
で
の
期
間

二

マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
を
締
結
し
て
い
る
場
合

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
基
準
を
満
た
す
残
存
期
間
が

一
年
超
の
金
利
関
連
取
引
に
つ
い
て
は
、
ア
ド
オ
ン
掛
目
は
〇

T
H
は

信
用

極
度

額
取
引

相
手

方
か

ら
の

変
動

証
拠

金
の

徴
求

を
要

し
な

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
限
と
す
る
。

、
（

い
額

と
し

て
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
額

（
注
２
）

取
引
の
区
分
欄
に
掲
げ
ら
れ
た
各
取
引
に
当
て
は
ま
ら
な
い

）

M
T
Aは

最
低

引
渡

担
保

額
取

引
相

手
方

か
ら

徴
求

す
る

変
動

証
拠

金
の

派
生
商
品
取
引
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
除
く
。
）

、
（

額
の

最
低

単
位

と
し

て
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
額

は
、
「
そ
の
他
の
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
関
連
取
引
」
と
し
て
取
り
扱

）

N
I
C
Aは

前
号

に
規

定
す
る
C
と

同
じ

た
だ

し
変

動
証

拠
金

は
除

く

う
こ
と
と
す
る
。

、
。

、
。

３

前
項
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

（
注
３
）

同
一
通
貨
間
か
つ
変
動
金
利
相
互
間
の
金
利
ス
ワ
ッ
プ
に
つ

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
算
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。

い
て
は
、
こ
の
項
に
係
る
額
を
与
信
相
当
額
に
加
え
る
こ
と
を

一

マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
を
締
結
し
て
い
な
い
場
合

要
し
な
い
。

（
注
４
）

外
国
為
替
関
連
取
引
と
は
、
異
種
通
貨
間
の
金
利
ス
ワ
ッ
プ

、
為
替
先
渡
取
引
（Ｆ

Ｘ
Ａ

）
、
先
物
外
国
為
替
取
引
、
通
貨
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NS
は

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
以

下
こ

の
項

第
十

七
項

及
び

第
十

八

先
物
取
引
及
び
通
貨
オ
プ
シ
ョ
ン
（
オ
プ
シ
ョ
ン
権
の
取
得
に

、
（

、

項
に

お
い

て
同

じ

限
る
。
）
等
を
い
う
。

。
）

H
は

第
三

章
第

六
節

第
三

款
第

二
目

に
規

定
す

る
標

準
的

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ

（
注
５
）

金
関
連
取
引
と
は
、
金
に
基
づ
く
先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
及
び
オ

N
、

ィ
調

整
率

又
は

同
款

第
三

目
に

規
定

す
る

推
計

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率

プ
シ
ョ
ン
（
オ
プ
シ
ョ
ン
権
の
取
得
に
限
る
。
）
等
を
い
う
。

次
号

に
お

い
て

同
じ

（
注
６
）

金
利
関
連
取
引
と
は
、
同
一
通
貨
間
の
金
利
ス
ワ
ッ
プ
、
金

（
。
）

M
は

N
S
に

含
ま

れ
る

取
引

の
残

存
期

間
当

該
取

引
の

原
資

産
が

派
生

商

利
先
渡
取
引
（Ｆ

Ｒ
Ａ

）
、
金
利
先
物
取
引
及
び
金
利
オ
プ
シ

N
S
、

（

品
取

引
で

あ
り

か
つ

当
該

原
資

産
を

受
け

渡
す

こ
と

と
な
っ

て
い

る

ョ
ン
（
オ
プ
シ
ョ
ン
権
の
取
得
に
限
る
。
）
等
を
い
う
。

、
、

場
合

に
は

原
資

産
で
あ

る
派

生
商

品
取

引
の

満
期

日
と

算
出

基
準

日
の

（
注
７
）

株
式
関
連
取
引
と
は
、
個
別
の
株
式
や
株
価
指
数
に
基
づ
く

、

間
の

営
業

日
数

を
い

う
の

う
ち

最
も

長
い

営
業

日
数

た
だ

し
十

先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
オ
プ
シ
ョ
ン
権
の
取
得

。
）

。
、

営
業

日
未

満
で

あ
る

と
き

は
十

営
業

日
と

す
る

に
限
る
。
）
等
を
い
う
。

、
。

T
は

H
を

算
出

す
る

た
め

に
用

い
た

保
有

期
間

次
号

に
お

い
て

同
じ

（
注
８
）

貴
金
属
関
連
取
引
と
は
、
貴
金
属
に
基
づ
く
先
渡
、
ス
ワ
ッ

N
N

、
（

。

プ
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
オ
プ
シ
ョ
ン
権
の
取
得
に
限
る
。
）
等

）

二

マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
を
締
結
し
て
い
る
場
合

を
い
う
。

（
注
９
）

そ
の
他
の
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
関
連
取
引
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
取

引
、
農
産
物
取
引
及
び
卑
金
属
そ
の
他
の
貴
金
属
以
外
の
金
属

M
P
O
Rは

次
項

に
規

定
す
る

リ
ス

ク
の

マ
ジ

ン
期

間
マ

ジ
ン

・
ア

グ

の
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
取
引
に
基
づ
く
先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
及
び
オ
プ

、
ー

（
ー

リ
メ

ン
ト

に
基

づ
き
取

引
相

手
方

か
ら

担
保

の
提

供
を

受
け

た
時

点
か

シ
ョ
ン
（
オ
プ
シ
ョ
ン
権
の
取
得
に
限
る
。
）
等
を
い
う
。

ー

ら
当

該
取

引
相

手
方

の
デ

フ
ォ

ル
ト

に
伴

い
発

生
し

た
当

該
取

引
相

手
方

ロ

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
掛
目

と
の

取
引

に
係

る
マ

ケ
ッ

ト
・

リ
ス

ク
に

対
す

る
ヘ
ッ

ジ
が

完
了

す
る

ー

時
点

ま
で

の
期

間
を

い
う

以
下

同
じ

取
引
の
種
類

原
債
務
者
の
種
類

掛

目

。
。
）

４

前
項
第
二
号
の
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ネ
ッ
テ

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
営
業
日
数
と
す
る
。

一

日
々
の
値
洗
い
に
よ
り
変
動
証
拠
金
の
額
が
調
整
さ
れ
、
か
つ
、
流
動
性

ト
ー
タ
ル
・
リ
タ
ー
ン

優
良
債
務
者

五
・
〇
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の
低
い
担
保
又
は
再
構
築
の
困
難
な
派
生
商
品
取
引
を
含
む
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ

・
ス
ワ
ッ
プ
又
は
ク
レ

そ
の
他
の
債
務
者

十
・
〇

・
セ
ッ
ト

二
十
営
業
日

ジ
ッ
ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト

二

日
々
の
値
洗
い
に
よ
り
変
動
証
拠
金
の
額
が
調
整
さ
れ
、
か
つ
、
算
出
基

・
ス
ワ
ッ
プ

準
日
の
属
す
る
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
（
法
第
五
十
七
条
の
十
七
第
二
項

に
規
定
す
る
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
期
前

（
注
１
）

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提

の
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
内
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
取
引
件
数
が
五
千
件

供
者
で
あ
る
場
合
の
掛
目
と
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
購
入
者
で
あ
る

を
超
え
た
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト

二
十
営
業
日

場
合
の
掛
目
は
同
一
と
す
る
。
た
だ
し
、
標
準
的
手
法
採
用
最

三

日
々
の
値
洗
い
に
よ
り
変
動
証
拠
金
の
額
が
調
整
さ
れ
、
か
つ
、
直
接
清

終
指
定
親
会
社
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
の

算
参
加
者
と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
取
引
に
係

プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
テ

る
法
第
二
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
、
間
接
清

ク
シ
ョ
ン
購
入
者
が
支
払
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
、
原
債
務
者

算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
取
引
に
係
る
商
品
先
物
取
引
法
第
二

の
信
用
事
由
（
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
提
供
者
が
支
払
を
行
う
べ
き

条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
商
品
清
算
取
引
そ
の
他
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格

事
由
と
し
て
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
も
の
を
い
う
。
）

中
央
清
算
機
関
向
け
取
引
に
係
る
取
次
ぎ
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
海
外
の
取

の
発
生
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
取
引
が
清
算
さ
れ
る
も
の
に

引
を
行
う
こ
と
に
よ
り
間
接
清
算
参
加
者
に
対
し
て
生
ず
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ

限
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

・
セ
ッ
ト

五
営
業
日

い
て
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
こ
の
項
に
基

四

日
々
の
値
洗
い
に
よ
り
変
動
証
拠
金
の
額
が
調
整
さ
れ
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ

づ
い
て
算
出
さ
れ
る
額
に
つ
い
て
、
取
引
の
相
手
先
か
ら
当
該

・
セ
ッ
ト
（
前
三
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
営
業
日

取
引
の
約
定
に
基
づ
い
て
受
け
取
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
額
を

五

Ｎ

（
二
以
上
の
整
数
と
す
る
。
）
日
ご
と
の
値
洗
い
に
よ
り
変
動
証
拠
金

上
限
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
額
が
調
整
さ
れ
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト

Ｆ
＋

Ｎ
－

１

（
注
２
）

優
良
債
務
者
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

Ｆ
は

前
四

号
の

規
定

に
よ

り
定

ま
る

リ
ス

ク
の
マ

ジ
ン

期
間

①

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
お
い
て
、

、
ー

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
算
出
基
準
日
を
含
む
最
終
指
定
親
会
社
四
半

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
規
定
さ
れ
て
い
る
主
体
を
い
う
。

期
の
前
の
直
近
の
連
続
す
る
二
の
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
間
に
、
ネ
ッ
テ

②

金
融
機
関
（
第
一
条
第
七
号
ロ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
者
を
除

ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
担
保
額
調
整
（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
担
保
の

く
。
）
、
外
国
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
に
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価
格
変
動
に
伴
う
信
用
供
与
額
の
変
化
を
担
保
額
に
よ
っ
て
調
整
す
る
仕
組
み

準
ず
る
外
国
の
会
社
、
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
、
最
終

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
係
争
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
定
め
る
リ
ス
ク

指
定
親
会
社
に
準
ず
る
外
国
の
会
社
、
経
営
管
理
会
社
及
び

の
マ
ー
ジ
ン
期
間
を
超
え
る
清
算
期
間
を
要
す
る
場
合
が
三
回
以
上
生
じ
た
場

外
国
証
券
業
者
の
う
ち
第
三
十
条
又
は
第
三
十
一
条
の
基
準

合
に
は
、
次
の
連
続
す
る
二
の
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
間
は
、
当
該
ネ
ッ

に
照
ら
し
て
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
す

テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
主
体
並
び
に
適
格
格
付
機
関
に

期
間
の
少
な
く
と
も
二
倍
以
上
の
期
間
を
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
と
す
る
。

よ
り
付
与
さ
れ
た
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分
が
４

６

第
一
項
のP

F
E

は
、
次
の
算
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。

䢣
３
又
は
５
䢣
３
以
上
で
あ
る
主
体
を
い
う
。

（
注
３
）

フ
ァ
ー
ス
ト
・
ト
ゥ
・
デ
フ
ォ
ル
ト
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
と
す
る
複

数
の
資
産
の
う
ち
最
も
信
用
リ
ス
ク
の
高
い
資
産
に
基
づ
い
て

原
債
務
者
の
種
類
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
セ
カ
ン
ド
・
ト
ゥ

・
デ
フ
ォ
ル
ト
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
は

、
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
と
す
る
複
数
の
資
産
の
う
ち
二
番

目
に
信
用
リ
ス
ク
の
高
い
資
産
に
基
づ
い
て
原
債
務
者
の
種
類

A
d
d
O
n

は
金
利

デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
に

係
る

ア
ド

オ
ン

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・

(
I
R
)
、

A
d
d
O
n

は
外
国

為
替

デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
に

係
る

ア
ド

オ
ン

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、
複
数
の
資
産
を
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
の

(
F
X
)
、

A
d
d
O
n

は
信

用
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
に

係
る

ア
ド

オ
ン

対
象
と
し
、
当
該
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
は
当
該
複
数
の
資
産
の
う

(
C
r
e
d
i
t
)
、

A
d
d
O
n

は
エ

ク
イ

テ
ィ

・
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
に

係
る

ア
ド

オ
ン

ち
、
あ
ら
か
じ
め
特
定
さ
れ
た
順
位
に
お
い
て
信
用
事
由
が
発

(
E
q
u
i
t
y
)
、

A
d
d
O
n

は
コ

モ
デ
ィ

テ
ィ

・
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
に

係
る

ア
ド

オ
ン

生
し
た
資
産
に
対
し
て
の
み
提
供
さ
れ
る
と
と
も
に
契
約
が
終

(
C
o
m
)
、

７

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
のP

F
E

を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
ネ
ッ
テ

了
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
取
引
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
取
引
の
リ

２

前
項
第
一
号
の
再
構
築
コ
ス
ト
の
額
の
算
出
に
お
い
て
、
法
的
に
有
効
な
相

ス
ク
・
ド
ラ
イ
バ
ー
（
当
該
取
引
の
時
価
に
影
響
を
及
ぼ
す
主
な
要
因
を
い
う

対
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
契
約
下
に
あ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
再
構
築
コ
ス
ト

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
取
引
に
割

の
額
（
取
引
毎
に
算
出
し
た
再
構
築
コ
ス
ト
の
額
を
足
し
上
げ
た
額
を
い
う
。
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り
当
て
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
取
引
が
複
数
の
リ
ス
ク
・
ド
ラ
イ
バ

以
下
同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
零
を
下
回
ら
な
い
も
の
と

ー
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
複
数
の
取
引
に
同
時
に
割
り
当

す
る
。

て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
第
二
号
の
額
の
算
出
に
お
い
て
、
法
的
に
有
効
な
相
対
ネ
ッ
テ
ィ
ン

一

金
利
の
変
動
等

金
利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

グ
契
約
下
に
あ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
た
額
（
ネ
ッ

二

外
国
為
替
の
変
動
等

外
国
為
替
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

ト
の
ア
ド
オ
ン
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

原
債
務
者
に
係
る
信
用
状
態
の
変
動

信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

四

株
価
の
変
動
等

エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

五

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
価
格
の
変
動
等
そ
の
他
前
四
号
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
・
ド
ラ

イ
バ
ー
以
外
の
変
動
等

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

８

前
項
各
号
に
定
め
る
取
引
に
割
り
当
て
た
取
引
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取

引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
割
り
当
て
る
も
の

と
す
る
。

一

金
利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

同
一
通
貨
の
金
利
を
参
照
す
る
金
利
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
ご
と
に
設
け
ら
れ
た
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト

二

外
国
為
替
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

同
一
の
異
種
通
貨
間
の
為
替
レ
ー
ト
を
参
照

す
る
外
国
為
替
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
ご
と
に
設
け
ら
れ
た
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト

三

信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

一
の
区
分
の
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト

四

エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

一
の
区
分
の
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト

五

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
金
属
、
農
産
物
そ
の

他
の
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
等
を
参
照
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
ご
と

に
設
け
ら
れ
た
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト

９

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ー
シ
ス
（
同
一
通
貨
の
異
な
る
リ
ス
ク
・

フ
ァ
ク
タ
ー
（
当
該
取
引
の
時
価
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
を
い
う
。
以
下
こ
の
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項
及
び
第
五
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
間
の
差
異
を
い
う
。
）
を
参
照
す
る

取
引
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
ご
と
及
び
リ
ス
ク
・
フ
ァ
ク

タ
ー
の
同
一
の
組
合
せ
ご
と
に
設
け
ら
れ
た
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
、
当
該
取
引
を

割
り
当
て
る
も
の
と
す
る
。

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
を
参
照
す
る
取
引
に
つ

10
い
て
は
、
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
ご
と
に
、
同
項
各
号
に
定
め
る

ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
と
別
に
設
け
ら
れ
た
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
当
該
取
引
を
割
り
当
て

る
も
の
と
す
る
。

第
六
項
の
算
式
中A

d
d
O
n
(
I
R
)

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
算
出
す
る

11
。一

算
出
に
用
い
る
算
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

A
d
d
On

は
通

貨
j建

て
の

金
利

デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
の

ヘ
ッ

ジ
セ
ッ

ト
に

係
る

(
I
R
)

j
、

ア
ド

オ
ン

の
額

の
合

計
額

二

前
号
の
算
式
中A

d
dO
n
j
(
I
R
)

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ

ト
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
掛
目
を
当
該
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に

係
る
実
効
想
定
元
本
額
に
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
の
区
分

掛

目

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

第
八
項
各
号
に
定
め
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト

〇
・
五
〇
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第
九
項
に
規
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト

〇
・
二
五

第
十
項
に
規
定
す
る
別
に
設
け
ら
れ
た

二
・
五
〇

ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト

三

前
号
に
規
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
係
る
実
効
想
定
元
本
額
を
算
出
す
る

場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
算
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。

イD
は

通
貨

j
建

て
で

あ
り

か
つ

E
第

五
号

に
規

定
す

る
E
を

い
(
I
R
)

j
1

i
i

、
、

、
（

う
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

が
一
年

未
満

で
あ

る
金

利
デ

リ
。

。
）

バ
テ
ィ

ブ
に

係
る

実
効

想
定

元
本

額
の

合
計
額

（ロ
に

お
い

て
同

じ
。

）

D
は

通
貨

j
建

て
で

あ
り

か
つ

E
が

一
年

以
上

五
年

以
下

で
あ

る
(
I
R
)

j
2

i
、

、
、

金
利

デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
に

係
る

実
効

想
定

元
本
額

の
合

計
額

（ロ
に

お
い

て
同

じ

）

。

D
は

通
貨

j
建

て
で

あ
り

か
つ

E
が

五
年

超
で

あ
る

金
利

デ
リ

バ
(
I
R
)

j
3

i
、

、
、

テ
ィ

ブ
に

係
る

実
効

想
定

元
本

額
の
合

計
額

（ロ
に

お
い

て
同

じ

）

。

ロ
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四

前
号
の
算
式
中
金
利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
実
効
想
定
元
本
額
は
、
当
該

金
利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
調
整
後
想
定
元
本
額
に
デ
ル

タ
調
整
値
及
び
マ
ー
ジ
ン
期
間
調
整
値
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

五

前
号
の
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
調
整
後
想
定
元
本
額
は
、
金
利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

に
係
る
想
定
元
本
額
に
、
次
の
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
調

整
値
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
調
整
値

が
十
営
業
日
を
年
換
算
し
た
値
未
満
と
な
る
と
き
は
、
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
調

整
値
は
十
営
業
日
を
年
換
算
し
た
値
と
す
る
。

S
は

同
号

の
金

利
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
i
が

参
照

す
る

金
利

契
約

の
計

算
期

間
i
、

の
最

も
早

い
日

と
算

出
基

準
日

の
間

の
営

業
日

数
を

年
換

算
で

表
し

た
値

を
い

い
当

該
金

利
デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
の

原
資

産
が

金
利

デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
又

、

は
負

債
性

商
品

の
場

合
に

は
原

資
産

で
あ

る
金

利
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
が

参
、

照
す

る
金

利
等

又
は

負
債

性
商

品
の

金
利

等
の

計
算

期
間

の
開

始
日

と
算

出
基

準
日

の
間

の
営

業
日

数
を

年
換

算
で

表
し

た
値

を
い

う
た

だ
し

。
、

既
に

当
該

金
利

等
又

は
負

債
性

商
品

の
金

利
等

の
計

算
期

間
の

開
始

日
が

経
過

し
て

い
る

場
合

に
は

零
と

す
る

、
。

E
は

同
号

の
金

利
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
i
が

参
照

す
る

金
利

契
約

の
計

算
期

間
i
、

の
最

も
遅

い
日

と
算

出
基

準
日

の
間

の
営

業
日

数
を

年
換

算
で

表
し

た
値

を
い

い
当

該
金

利
デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
の

原
資

産
が

金
利

デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
又

、

は
負

債
性

商
品

の
場

合
に

は
原

資
産

で
あ

る
金

利
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
が

参
、

照
す

る
金

利
等

又
は

負
債

性
商

品
の

金
利

等
の

計
算

期
間

の
終

了
日

と
算
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出
基

準
日

の
間

の
営

業
日

数
を

年
換

算
で

表
し

た
値

を
い

う
。

六

第
四
号
の
デ
ル
タ
調
整
値
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
値
と
す
る
。

イ

オ
プ
シ
ョ
ン

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
算
式
を
用
い
て
算
出
し
た
値

取
引
の
区
分

算
式

コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買
い

コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
り

プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買
い

プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
り

（
注
１
）

P

は
、
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
ｉ
が
参
照
す
る
金
利
等
の
水
準

i

（
注
２
）

K

は
、
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
ｉ
の
行
使
価
格

i

（
注
３
）

σ

は
、
〇
・
五

i

/
�0.5�

�
�

/
�
0.5�

�
�

/
�0.5�

�
�

/
�
0.5�

�
�
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（
注
４
）

T

は
、
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
ｉ
に
お
け
る
最
も
遅
い
権
利
行
使

i

日
と
現
時
点
の
間
の
営
業
日
数
を
年
換
算
で
表
し
た
値

（
注
５
）

Φ
(x
)

は
、
標
準
正
規
分
布
の
累
積
分
布
関
数

（
注
６
）

こ
の
表
に
お
い
て
「
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
」
と
は
、
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
が
参
照
す
る
金
利
等
が
上
昇
す
る
場
合
に
、
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
の
時
価
が
上
昇
す
る
も
の
を
い
う
。

（
注
７
）

こ
の
表
に
お
い
て
「
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
」
と
は
、
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
が
参
照
す
る
金
利
等
が
上
昇
す
る
場
合
に
、
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
の
時
価
が
下
落
す
る
も
の
を
い
う
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
し
な
い
金
利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、
当
該

金
利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
参
照
す
る
金
利
等
が
上
昇
す
る
場
合
に
、
当
該
金

利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
時
価
が
上
昇
す
る
も
の

一

ハ

イ
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
し
な
い
金
利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、
当
該

金
利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
参
照
す
る
金
利
等
が
上
昇
す
る
場
合
に
、
当
該
金

利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
時
価
が
下
落
す
る
も
の

マ
イ
ナ
ス
一

七

第
四
号
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
調
整
値
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
算
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。

イ

マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
を
締
結
し
て
い
な
い
場
合

M
は

当
該

金
利

デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
i
の

残
存

期
間

を
い

い
当

該
金

利
デ

i
、

、

リ
バ

テ
ィ

ブ
の

原
資

産
が

金
利

デ
リ
バ

テ
ィ
ブ

で
あ

り
か

つ
当

該
、

、

原
資

産
を

受
け

渡
す

こ
と

と
な
っ

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

原
資

産
、
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で
あ

る
金

利
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
の

満
期

日
と

算
出

基
準

日
の

間
の

営
業

日

数
十

営
業

日
未

満
で

あ
る

と
き

は
十

営
業

日
を

い
う

（
、

）
。

ロ

マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
を
締
結
し
て
い
る
場
合

M
P
O
R
は

当
該

金
利

デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
i
を

含
む

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
i
、

の
リ

ス
ク

の
マ

ジ
ン

期
間

ー

八

第
四
項
の
規
定
は
、
前
号
ロ
の
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
の
算
出
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
前
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「

第
十
一
項
第
七
号
ロ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

九

第
五
項
の
規
定
は
、
担
保
額
調
整
に
係
る
係
争
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

七
号
ロ
の
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
「
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一

項
第
八
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
六
項
の
算
式
中A

d
d
O
n
(
F
X
)

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
算
出
す
る

12
。一

算
出
に
用
い
る
算
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

A
d
d
On

は
ヘ
ッ

ジ
セ
ッ

ト
j
に

係
る

ア
ド

オ
ン

の
額

(
F
X
)

H
S
j
、

二

前
号
の
算
式
中A

dd
O
n
H
S
j (
F
X
)

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
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ト
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
掛
目
を
当
該
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に

係
る
実
効
想
定
元
本
額
の
絶
対
値
に
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
の
区
分

掛

目

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

第
八
項
各
号
に
定
め
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト

四

第
十
項
に
規
定
す
る
別
に
設
け
ら
れ
た

二
十

ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト

三

前
号
に
規
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
係
る
実
効
想
定
元
本
額
は
、
ヘ
ッ
ジ

セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
外
国
為
替
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
ご
と
に
、
当
該
外
国
為
替
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
想
定
元
本
額
に
デ
ル
タ
調
整
値
及
び
マ
ー
ジ
ン
期
間
調

整
値
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

四

前
号
の
デ
ル
タ
調
整
値
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
一
の
異

種
通
貨
間
の
為
替
レ
ー
ト
を
参
照
す
る
外
国
為
替
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
ネ
ッ
テ

ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
複
数
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
為
替
レ
ー
ト
の
方
向
を
そ

ろ
え
て
、
当
該
異
種
通
貨
間
の
為
替
レ
ー
ト
の
上
昇
及
び
下
落
を
表
す
も
の

と
す
る
。

イ

オ
プ
シ
ョ
ン

値
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
六
号
（
イ
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
第
四
号
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の
デ
ル
タ
調
整
値
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
第
三
号
の
デ
ル
タ
調
整
値
（
同

項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
「

イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
イ
」
と
、
「
金
利
等
」
と
あ
る
の
は
「

為
替
レ
ー
ト
等
」
と
、
「σ

i

は
、
〇
・
五
」
と
あ
る
の
は
「σ

i

は
、
〇

・
一
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
の
う
ち
、
当
該
外
国
為
替
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
が
参
照
す
る
為
替
レ
ー
ト
等
が
上
昇
す
る
場
合
に
、
当
該
外
国
為
替
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
の
時
価
が
上
昇
す
る
も
の

一

ハ

イ
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
の
う
ち
、
当
該
外
国
為
替
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
が
参
照
す
る
為
替
レ
ー
ト
等
が
上
昇
す
る
場
合
に
、
当
該
外
国
為
替
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
の
時
価
が
下
落
す
る
も
の

マ
イ
ナ
ス
一

五

前
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
は
、
第
三
号
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
調

整
値
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
七
号
中

「
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
第
三
号
」
と
、
「金

利
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ

」

と
あ
る
の
は
「外

国
為

替
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ

」
と
、
同
項
第
八
号
中
「
第
十
一

項
第
七
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
項
第
五
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
十
一
項
第
七
号
ロ
」
と
、
同
項
第
九
号
中
「
第
十
一
項
第
八
号
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
項
第
五
号

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
前
項
の
」
と
、
「
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
項
第
五
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
各
号
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
六
項
の
算
式
中A

dd
O
n
(
C
r
e
d
i
t
)

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
算
出

13
す
る
。

一

算
出
に
用
い
る
算
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

A
d
d
On
(
E
n
ti
t
y
)
は

E
n
t
it
y
を

参
照

す
る

信
用

デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
に

係
る

k
k

、

ア
ド

オ
ン

の
額

の
合

計
額

E
n
t
it
y
は

当
該

信
用

デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
が

参
照

す
る

事
業

法
人

等
た

だ
k
、

。

し
当

該
信

用
デ

リ
バ
テ
ィ

ブ
が

イ
ン

デ
ッ

ク
ス

・
ク

レ
ジ
ッ

ト
・

デ
フ

、

ォ
ル

ト
・

ス
ワ
ッ

プ
の
場

合
に

は
当

該
イ

ン
デ
ッ

ク
ス

。

、

ρ
は

E
n
t
it
y
に

係
る

相
関

係
数

(
C
r
e
d
i
t
)

k
k

、

二

前
号
の
算
式
中A

d
dO
n
(
E
nt
i
t
y
k)

は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
信
用
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
掛
目
を
そ
れ
ぞ
れ

信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
実
効
想
定
元
本
額
に
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

と
す
る
。

イ

事
業
法
人
等
を
参
照
す
る
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
事
業
法
人
等
の
格
付
に
対
応
す

る
信
用
リ
ス
ク
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
掛
目

適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
事

掛

目
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業
法
人
等
の
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

ス
ク
区
分

１－
１

〇
・
三
八

１－

２

〇
・
四
二

１－

３

〇
・
五
四

１－

４

一
・
〇
六

１－

５

一
・
六
〇

１－

６

六
・
〇
〇

（
注
）

第
二
十
二
条
第
一
項
に
掲
げ
る
主
体
以
外
の
主
体
の
信
用
リ
ス

ク
区
分
に
つ
い
て
も
、
同
項
第
一
号
の
表
を
準
用
す
る
も
の
と
す

る
。

ロ

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
参
照
す
る
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
格
付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス

ク
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
掛
目

適
格
格
付
機
関
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
格

掛

目
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付
に
対
応
す
る
信
用
リ
ス
ク
区
分

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

４－

３
又
は
５－

３
以
上

〇
・
三
八

４－

３
又
は
５－

３
未
満

一
・
〇
六

三

第
一
号
の
算
式
中ρ

k
(
C
r
e
d
i
t
)

は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
信
用
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
と
す
る
。

イ

事
業
法
人
等
を
参
照
す
る
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

〇
・
五

ロ

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
参
照
す
る
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

〇
・
八

四

第
二
号
の
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
実
効
想
定
元
本
額
は
、
当
該
信
用

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
調
整
後
想
定
元
本
額
に
デ
ル
タ
調

整
値
及
び
マ
ー
ジ
ン
期
間
調
整
値
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

五

前
号
の
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
調
整
後
想
定
元
本
額
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
第

十
一
項
第
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
前
号
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
三
項
第
四
号
」
と
、
「
金
利
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
」
と
あ
る

の
は
「
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
」
と
、
「金

利
デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
i

」
と
あ
る

の
は
「信

用
デ

リ
バ

テ
ィ
ブ
i

」
と
、
「金

利
契

約

」
と
あ
る
の
は
「原

債

務
者

に
係

る
契

約

」
と
、
「金

利
デ

リ
バ
テ
ィ

ブ
の

」
と
あ
る
の
は
「信

用

デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
の

」
と
、
「金

利
デ

リ
バ
テ
ィ

ブ
又

は
負

債
性

商
品

」
と
あ

る
の
は
「信

用
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ

」
と
、
「金

利
デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
が

」
と
あ
る

の
は
「信

用
デ

リ
バ

テ
ィ
ブ

が

」
と
、
「金

利
等
又

は
負

債
性

商
品

の
金

利

等

」
と
あ
る
の
は
「原

債
務

者
に

係
る

契
約

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
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。
六

第
四
号
の
デ
ル
タ
調
整
値
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
値
と
す
る
。

イ

オ
プ
シ
ョ
ン

値
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
項
第
六
号
（
イ
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
第

四
号
の
デ
ル
タ
調
整
値
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
項
第
四
号
の
デ
ル
タ
調

整
値
（
同
項
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

」
と
、
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
イ
」
と
、
「
金
利
等
」
と
あ

る
の
は
「
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
参
照
す
る
事
業
法
人
等
又
は
イ
ン
デ
ッ

ク
ス
の
信
用
状
態
」
と
、
「σ

i
は
、
〇
・
五
」
と
あ
る
の
は
「σ

i

は
、

当
該
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
事
業
法
人
等
を
参
照
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

一
・
〇
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
参
照
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
〇
・
八
」
と
、

「
上
昇
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
悪
化
す
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

ロ

合
成
型
証
券
化
取
引

当
該
合
成
型
証
券
化
取
引
の
階
層
ご
と
に
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
算

式
を
用
い
て
算
出
し
た
値

取
引
の
区
分

算
式

プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
の
購
入
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プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
の
提
供

（
注
１
）

A

は
、
当
該
階
層
よ
り
も
劣
後
す
る
全
て
の
階
層
の
額
の
合

i
計
額
を
合
成
型
証
券
化
取
引
の
原
資
産
の
額
で
除
し
た
値

（
注
２
）

D
は
、
当
該
階
層
及
び
当
該
階
層
よ
り
も
劣
後
す
る
全
て
の

i

階
層
の
額
の
合
計
額
を
合
成
型
証
券
化
取
引
の
原
資
産
の
額
で

除
し
た
値

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
し
な
い
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち

、
当
該
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
参
照
す
る
事
業
法
人
等
又
は
イ
ン
デ
ッ
ク

ス
の
信
用
状
態
が
悪
化
す
る
場
合
に
、
当
該
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
時
価

が
上
昇
す
る
も
の

一

ニ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
し
な
い
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち

、
当
該
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
参
照
す
る
事
業
法
人
等
又
は
イ
ン
デ
ッ
ク

ス
の
信
用
状
態
が
悪
化
す
る
場
合
に
、
当
該
信
用
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
時
価

が
下
落
す
る
も
の

マ
イ
ナ
ス
一

七

第
十
一
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
は
、
第
四
号
の
マ
ー
ジ
ン
期

間
調
整
値
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
七

号
中
「
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
項
第
四
号
」
と
、
「金

利
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ

」
と
あ
る
の
は
「信

用
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ

」
と
、
同
項
第
八
号
中
「
第

十
一
項
第
七
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
項
第
七
号
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
十
一
項
第
七
号
ロ
」
と
、
同
項
第
九
号
中
「
第
十
一
項
第
八
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号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
項
第

七
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
前
項
の
」
と
、
「
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
項
第
七
号
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
各

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
項
の
算
式
中A

d
d
O
n
(
E
q
u
i
t
y
)

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
算
出

14
す
る
。

一

算
出
に
用
い
る
算
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

A
d
d
On
(
E
q
ui
t
y
)
は

E
q
u
it
y
を

参
照
す

る
エ

ク
イ

テ
ィ

・
デ

リ
バ

テ
ィ

k
k

、

ブ
に

係
る

ア
ド

オ
ン

の
額

の
合
計

額

E
q
u
it
y
は

当
該

エ
ク

イ
テ
ィ

・
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
が
参

照
す

る
株

価
又

は
k
、

株
価

指
数

ρ
は

E
q
u
it
y
に

係
る

相
関
係

数
(
E
q
u
i
t
y
)

k
k

、

二

前
号
の
算
式
中A

d
dO
n
(
E
qu
i
t
y
k)

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
エ
ク
イ

テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
掛
目
を
、

エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
実
効
想
定
元
本
額
に
乗
じ
て
得
た
額
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の
合
計
額
と
す
る
。

エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
区
分

掛

目

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

第
八
項
各
号
に
定
め
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ

三
十
二

る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、
株
価

を
参
照
す
る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

第
九
項
に
規
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る

十
六

エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、
株
価
を

参
照
す
る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

第
十
項
に
規
定
す
る
別
に
設
け
ら
れ
た
ヘ
ッ
ジ
セ

百
六
十

ッ
ト
に
含
ま
れ
る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

の
う
ち
、
株
価
を
参
照
す
る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ

第
八
項
各
号
に
定
め
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ

二
十

る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、
株
価

指
数
を
参
照
す
る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

第
九
項
に
規
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る

十

- 30 -



エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、
株
価
指

数
を
参
照
す
る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

第
十
項
に
規
定
す
る
別
に
設
け
ら
れ
た
ヘ
ッ
ジ
セ

百

ッ
ト
に
含
ま
れ
る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

の
う
ち
、
株
価
指
数
を
参
照
す
る
エ
ク
イ
テ
ィ
・

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

三

第
一
号
の
算
式
中ρ

k
(
E
q
u
i
t
y
)

は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
エ
ク
イ
テ
ィ

・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
と
す
る
。

イ

株
価
を
参
照
す
る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

〇
・
五

ロ

株
価
指
数
を
参
照
す
る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

〇
・
八

四

第
二
号
に
規
定
す
る
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
実
効
想
定
元

本
額
は
、
当
該
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
時
価
調
整
後
想
定
元

本
額
（
原
資
産
の
単
位
数
に
算
出
基
準
日
の
株
価
又
は
株
価
指
数
等
を
乗
じ

て
得
た
額
を
い
う
。
）
に
デ
ル
タ
調
整
値
及
び
マ
ー
ジ
ン
期
間
調
整
値
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

五

前
号
の
デ
ル
タ
調
整
値
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
値
と
す
る
。

イ

オ
プ
シ
ョ
ン

値
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
項
第
六
号
（
イ
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
第

四
号
の
デ
ル
タ
調
整
値
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
項
第
四
号
の
デ
ル
タ
調

整
値
（
同
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
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」
と
、
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
イ
」
と
、
「
金
利
等
」
と
あ

る
の
は
「
株
価
又
は
株
価
指
数
等
」
と
、
「σ

i

は
、
〇
・
五
」
と
あ
る

の
は
「σ

i

は
、
当
該
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
株
価
を
参
照
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
・
二
〇
、
株
価
指
数
を
参
照
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
〇
・
七
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
の
う
ち
、
当
該
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
が
参
照
す
る
株
価
又
は
株
価
指
数
等
が
上
昇
す
る
場
合
に
、
当
該

エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
時
価
が
上
昇
す
る
も
の

一

ハ

イ
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
の
う
ち
、
当
該
エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
が
参
照
す
る
株
価
又
は
株
価
指
数
等
が
上
昇
す
る
場
合
に
、
当
該

エ
ク
イ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
時
価
が
下
落
す
る
も
の

マ
イ
ナ
ス
一

六

第
十
一
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
は
、
第
四
号
の
マ
ー
ジ
ン
期

間
調
整
値
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
七

号
中
「
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
項
第
四
号
」
と
、
「金

利
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ

」
と
あ
る
の
は
「エ

ク
イ

テ
ィ

・
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
」
と
、
同
項
第
八

号
中
「
第
十
一
項
第
七
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
項
第
六
号
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
一
項
第
七
号
ロ
」
と
、
同
項
第
九
号
中
「
第
十

一
項
第
八
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
四
項
第
六
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
」
と
、
「
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
項
第
六
号
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
前
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
六
項
の
算
式
中A

dd
O
n
(
C
o
m
)

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
算
出
す

15
る
。

一

算
出
に
用
い
る
算
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

A
d
d
On

は
ヘ
ッ

ジ
セ
ッ

ト
j
に

係
る

ア
ド

オ
ン

の
額

(
C
o
m
)

H
S
j
、

A
d
d
On
(
T
y
pe

)
は

ヘ
ッ

ジ
セ
ッ

ト
j
に

お
い

て
コ

モ
デ
ィ

テ
ィ
k
を

参
照

す
jk
、

る
コ

モ
デ
ィ

テ
ィ

・
デ
リ

バ
テ
ィ

ブ
に

係
る

ア
ド

オ
ン

の
額

の
合

計
額

ρ
は

0
.
4

(
C
o
m
)

j
、

二

前
号
の
算
式
中A

d
dO
n
(
T
yp
e
k
j)

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
モ
デ

ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
掛
目
を

、
当
該
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
実
効
想
定
元
本
額
に
乗
じ

て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
区
分

掛

目

（
パ
ー
セ
ン
ト
）

第
八
項
各
号
に
定
め
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ

四
十
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る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、
電

力
を
参
照
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

第
九
項
に
規
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る

二
十

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、
電
力

を
参
照
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

第
十
項
に
規
定
す
る
別
に
設
け
ら
れ
た
ヘ
ッ
ジ
セ

二
百

ッ
ト
に
含
ま
れ
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
の
う
ち
、
電
力
を
参
照
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

第
八
項
各
号
に
定
め
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ

十
八

る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、
電

力
以
外
を
参
照
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ

第
九
項
に
規
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る

九

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、
電
力

以
外
を
参
照
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ第
十
項
に
規
定
す
る
別
に
設
け
ら
れ
た
ヘ
ッ
ジ
セ

九
十
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ッ
ト
に
含
ま
れ
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
の
う
ち
、
電
力
以
外
を
参
照
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ

ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

三

前
号
に
規
定
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
実
効
想
定
元

本
額
は
、
当
該
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
に
係
る
時
価
調
整
後
想
定

元
本
額
（
原
資
産
の
単
位
数
に
算
出
基
準
日
の
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
価
格
等
を
乗

じ
て
得
た
額
を
い
う
。
）
に
デ
ル
タ
調
整
値
及
び
マ
ー
ジ
ン
期
間
調
整
値
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

四

前
号
の
デ
ル
タ
調
整
値
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
値
と
す
る
。

イ

オ
プ
シ
ョ
ン

値
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
項
第
六
号
（
イ
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
第

四
号
の
デ
ル
タ
調
整
値
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
項
第
三
号
の
デ
ル
タ
調

整
値
（
同
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

」
と
、
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
イ
」
と
、
「
金
利
等
」
と
あ

る
の
は
「
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
価
格
等
」
と
、
「σ

i

は
、
〇
・
五
」
と
あ
る

の
は
「σ

i

は
、
当
該
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
電
力
を
参
照

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
・
五
、
電
力
以
外
を
参
照
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
〇
・
七
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
の
う
ち
、
当
該
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
が
参
照
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
価
格
等
が
上
昇
す
る
場
合
に
、
当

該
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
時
価
が
上
昇
す
る
も
の

一
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ハ

イ
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
の
う
ち
、
当
該
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
が
参
照
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
価
格
等
が
上
昇
す
る
場
合
に
、
当

該
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
時
価
が
下
落
す
る
も
の

マ
イ
ナ

ス
一

五

第
十
一
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
は
、
第
三
号
の
マ
ー
ジ
ン
期

間
調
整
値
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
七

号
中
「
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
項
第
三
号
」
と
、
「金

利
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ

」
と
あ
る
の
は
「コ

モ
デ
ィ

テ
ィ

・
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ

」
と
、
同
項
第

八
号
中
「
第
十
一
項
第
七
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
項
第
五
号
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
一
項
第
七
号
ロ
」
と
、
同
項
第
九
号
中
「
第

十
一
項
第
八
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「

第
十
五
項
第
五
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
一
項
第
八
号
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
」
と
、
「
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
項
第
五
号
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
一
項
第
八
号
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
前
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
単
一
の
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー

16
メ
ン
ト
が
複
数
の
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ

ら
の
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の
集
合
ご
と
に
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、R

C

は
、
次

17
の
算
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。
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M
A
は

マ
ジ

ン
・

ア
グ

リ
メ

ン
ト

以
下

こ
の
項

及
び

次
項

に
お

い
て

同
、
ー

ー
（

じ
。
）

V
は

N
S
に

含
ま

れ
る

取
引

の
時

価
の

合
計

額
N
S
、

C
は

M
A
の

下
に

お
け

る
ヘ

ア
カ
ッ

ト
調

整
後

の
ネ
ッ

ト
担

保
額

M
A
、

C
は

M
Aの

下
に

お
け
る

取
引

相
手

方
か

ら
受

け
入

れ
た

適
格

金
融

資
M
A
,
c
o
l
l
e
c
t
、

産
担

保
の

額

H
c

は
M
A
の

下
に

お
い

て
適

格
金

融
資

産
担

保
を

受
け

入
れ

る
場

M
A
,
c
o
l
l
e
c
t
、

、

合
に

お
い

て
適

用
す

る
ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率

H
f
x

は
M
A
の

下
に

お
い

て
適

格
金

融
資

産
担

保
を

受
け

入
れ

る
場

M
A
,
c
o
l
l
e
c
t
、

、

合
に

お
い

て
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

と
適

格
金

融
資
産

担
保

の
通

貨
が

異
な

る
ー

ー

と
き

に
適

用
す

る
ボ

ラ
テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率

C
は

M
A
の

下
に

お
け

る
取

引
相

手
方

へ
差

し
入

れ
た

担
保

取
引

相
手

M
A
,
p
o
s
t
、

（

方
以

外
の

第
三

者
に

よ
っ

て
分

別
管

理
さ

れ
て

お
り

か
つ

取
引

相
手

方
、

、

に
係

る
倒

産
手

続
又

は
外
国

に
お

け
る

倒
産

手
続
と

同
種

類
の

手
続

に
伴

う

当
該

担
保

に
対

す
る

損
失
の

発
生

を
防

ぐ
た

め
に
必

要
な

方
策

が
講

ぜ
ら

れ

て
い

る
も

の
を

除
く

の
額

。
）
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Hc
は

M
A
の

下
に

お
い

て
担

保
を

差
し

入
れ

る
場

合
に

お
い

て
取

引
M
A
,
p
o
s
t

、
、

相
手

方
に

引
き

渡
し

た
資

産
の

種
類

に
応

じ
て

適
用

す
る

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率

Hf
x

は
MA
の

下
に

お
い

て
担

保
を

差
し

入
れ

る
場

合
に

お
い

て
エ

ク
M
A
,
p
o
s
t

、
、

ス
ポ

ジ
ャ

と
担

保
の

通
貨

が
異

な
る

と
き

に
適

用
す

る
ボ

ラ
テ
ィ

リ
テ

ー
ー

ィ
調

整
率

第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、P

F
E

18
は
、
次
の
算
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。

P
F
E

は
N
S
に

係
る
P
F
E
に

つ
い

て
第

六
項

の
P
F
E
に

係
る

算
式

を
準

u
n
m
a
r
g
i
n
e
d

N
S

、
、

用
し

て
算

出
し

た
額

た
だ

し
マ

ジ
ン

・
ア
グ

リ
メ

ン
ト

を
締

結
し

。
、

ー
ー

て
い

な
い

も
の

と
し

て
算
出

す
る

こ
と

と
す

る
。

（
標
準
方
式
）

第
四
十
八
条

削
除

第
四
十
八
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
標
準
方
式
を
用
い
る
場
合

は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
（
法
的
に
有
効
な
相
対
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
契
約
下

に
あ
る
取
引
に
つ
い
て
は
当
該
取
引
の
集
合
を
い
い
、
そ
れ
以
外
の
取
引
に
つ

い
て
は
個
別
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
従
い
与
信

相
当
額
を
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
通
貨
が
異
な
る
変
動
金
利
相
互
間
の
金
利
ス

ワ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の
与
信
相
当
額
は
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
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算
出
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
入
れ
担
保
は
正
の
符
号
、
差
入
れ
担
保

は
負
の
符
号
を
も
つ
も
の
と
し
て
扱
う
。

C
M
Vは

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
に

含
ま

れ
る

取
引

担
保

の
受

入
れ

及
、

（

び
差

入
れ

を
除

く
の
時

価
の

合
計

額
。
）

C
M
Cは

ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
に

含
ま

れ
る

担
保

受
入

れ
担

保
に

つ
、

（

い
て

は
適

格
金

融
資

産
担
保

に
限

る
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
。
）

の
時

価
の

合
計

額

R
P
T

は
ヘ
ッ

ジ
・

セ
ッ

ト
次

項
に

定
め

る
区

分
を

い
う

以
下

同
じ

i
j

、
（

。

jに
お

け
る

取
引

i
の

リ
ス

ク
・

ポ
ジ

シ
ョ

ン
次

号
に

定
め

る
額

を
。
）

（

い
う

以
下
同

じ
。

。
）

R
P
C

は
ヘ
ッ

ジ
・

セ
ッ

ト
j
に

お
け

る
担

保
l
の

リ
ス

ク
・

ポ
ジ

シ
ョ

ン
l
j

、

C
C
F
は

ヘ
ッ

ジ
・

セ
ッ

ト
j
に

対
す

る
掛

目
j

、

二

リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
の
規
定
に
よ
っ
て
も
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
算
出
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
に
よ
り
個

別
取
引
ご
と
に
与
信
相
当
額
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

負
債
性
商
品
（
債
券
及
び
貸
出
金
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も

の
を
原
資
産
と
す
る
場
合
、
次
の
算
式
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を

算
出
す
る
。
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p
は

原
資

産
の

価
格

外
国

通
貨

建
て

の
場

合
に

は
円

換
算

の
額

r
e
f

、
（

）

v
は

線
形

リ
ス

ク
を
有

す
る

場
合

に
は

原
資

産
の

時
価

非
線

形
リ

ス
、

、

ク
を

有
す

る
派

生
商

品
取

引
の

場
合

は
そ

の
時

価

p
は

原
資

産
の

価
格

v
と

同
じ

表
示

通
貨

に
よ

る
、

（
。
）

ロ

負
債
性
商
品
を
原
資
産
と
す
る
場
合
又
は
支
払
部
分
で
あ
る
場
合
（
ク

レ
ジ
ッ
ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
を
除
く
。
）
、
次
の
算
式
に
よ
り

リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
残
存
期
間
等
（
残
存
期

間
又
は
次
の
金
利
更
改
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
年

以
下
の
支
払
部
分
は
、
金
利
リ
ス
ク
に
関
し
て
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を

算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

v
は

線
形

リ
ス

ク
を

有
す

る
場

合
に

は
原

資
産

の
時

価
又

は
支

払
部

分
、

の
価

値

（約
定

の
基

礎
と

な
る

計
算

上
の
総

支
払
額

（想
定

元
本

を
含

む

）を
対

象
と

す
る

）

非
線

形
リ

ス
ク

を
有

す
る
派

生
商

品
取

。
。

、

引
の

場
合

は
そ

の
価

値

（い
ず

れ
も

外
国

通
貨

建
て

の
場

合
に

は
円

、

換
算

の
額

）

r
は

金
利

水
準

、

ハ

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
に

よ
り
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
算
出
す
る
。

リ
ス

ク
・

ポ
ジ

シ
ョ

ン

＝想
定

元
本

額

×残
存

期
間
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三

支
払
部
分
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

金
融
商
品
の
対
価
と
し
て
支
払
が
な
さ
れ
る
取
引
の
場
合
は
、
当
該
支

払
ロ

互
い
に
支
払
を
行
う
取
引
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
払
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
払
が
同
一
の
通
貨
建
て
で
あ
る
複
数
の
取
引

が
あ
る
場
合
、
当
該
複
数
の
取
引
を
一
の
取
引
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

。

２

ヘ
ッ
ジ
・
セ
ッ
ト
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
設
け
る
も
の
と
す
る
。

一

個
別
リ
ス
ク
の
低
い
負
債
性
商
品
（
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
一
・
六

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
原
資
産
と
す
る
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
、
支
払
部
分

の
金
利
リ
ス
ク
に
係
る
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
個
別
リ
ス
ク
の
高
い
負
債

性
商
品
（
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
一
・
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
類

似
し
た
支
払
内
容
を
持
つ
も
の
を
除
く
。
）
、
取
引
の
相
手
方
か
ら
受
け
入

れ
た
担
保
金
の
金
利
リ
ス
ク
に
係
る
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
又
は
取
引
相
手

方
に
差
し
入
れ
た
担
保
金
の
金
利
リ
ス
ク
に
係
る
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（

当
該
取
引
相
手
方
の
債
務
に
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
一
・
六
〇
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
利
が
中
央
政
府
又
は
我
が
国
の
地
方
公
共
団
体
が

負
う
金
利
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
基
づ
き
区
分
し
た
う
え
で
、
負
債

性
商
品
を
原
資
産
と
す
る
場
合
に
は
負
債
性
商
品
の
、
支
払
部
分
に
つ
い
て

は
取
引
の
残
存
期
間
等
が
一
年
以
下
、
一
年
超
五
年
以
内
又
は
五
年
超
の
い
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ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
り
更
に
区
分
し
、
こ
の
号
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
・
ポ
ジ

シ
ョ
ン
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
通
貨
ご
と
に
六
の
ヘ
ッ
ジ
・
セ
ッ
ト
を

設
け
る
。

二

個
別
リ
ス
ク
の
高
い
負
債
性
商
品
を
原
資
産
と
す
る
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ

ン
、
支
払
部
分
の
金
利
リ
ス
ク
に
係
る
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
個
別
リ
ス

ク
の
高
い
負
債
性
商
品
に
類
似
し
た
支
払
内
容
を
持
つ
も
の
に
限
る
。
）
、

取
引
相
手
方
に
差
し
入
れ
た
担
保
金
の
金
利
リ
ス
ク
に
係
る
リ
ス
ク
・
ポ
ジ

シ
ョ
ン
（
当
該
取
引
相
手
方
の
債
務
に
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
一
・
六

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
場
合

に
限
る
。
）
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
に
係
る
リ
ス
ク

・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
共
通
す

る
も
の
と
し
て
、
負
債
性
商
品
の
発
行
体
、
担
保
金
の
取
引
相
手
方
又
は
ク

レ
ジ
ッ
ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
の
参
照
資
産
の
発
行
体
ご
と
に
一
の

ヘ
ッ
ジ
・
セ
ッ
ト
を
設
け
る
。

三

負
債
性
商
品
以
外
の
も
の
を
原
資
産
と
す
る
場
合
、
ヘ
ッ
ジ
・
セ
ッ
ト
は

、
同
一
又
は
類
似
の
商
品
ご
と
に
設
け
る
。
た
だ
し
、
原
資
産
が
次
の
イ
か

ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
ヘ
ッ
ジ
・
セ
ッ
ト
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

株
式

同
一
の
発
行
体
ご
と
又
は
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
ご
と

ロ

貴
金
属

同
一
の
貴
金
属
ご
と
又
は
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
ご
と

ハ

電
力

二
十
四
時
間
の
う
ち
対
象
と
す
る
送
電
時
間
帯
（
ピ
ー
ク
時
間

帯
、
非
ピ
ー
ク
時
間
帯
そ
の
他
の
取
引
上
の
時
間
帯
の
区
分
を
い
う
。
）

を
同
一
と
す
る
権
利
ご
と
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ニ

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
（
貴
金
属
及
び
電
力
を
除
く
。
）

同
一
の
コ
モ
デ
ィ

テ
ィ
ご
と
又
は
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
ご
と

四

外
国
為
替
に
関
す
る
ヘ
ッ
ジ
・
セ
ッ
ト
は
、
同
一
の
通
貨
ご
と
に
設
け
る

。

３

リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
に
従
い
ヘ
ッ
ジ
・
セ

ッ
ト
に
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
（
株
式
指
数
を
含
む
。
）
、
金
、
貴
金
属
又
は
そ
の
他
の
コ
モ
デ
ィ

テ
ィ
を
原
資
産
と
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
支
払
部
分
の
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ

ョ
ン
を
金
利
リ
ス
ク
に
関
す
る
ヘ
ッ
ジ
・
セ
ッ
ト
に
区
分
し
、
そ
れ
以
外
の

リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
原
資
産
に
関
す
る
ヘ
ッ
ジ
・
セ
ッ
ト
に
区
分
す
る

。
二

負
債
性
商
品
を
原
資
産
と
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
当
該
負
債
性
商
品
と

支
払
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
、
金
利
リ
ス
ク
に
関
す

る
ヘ
ッ
ジ
・
セ
ッ
ト
に
区
分
す
る
。

三

支
払
同
士
を
交
換
す
る
取
引
（
為
替
先
渡
取
引
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は

、
各
支
払
部
分
の
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
金
利
リ
ス
ク
に
関
す
る
ヘ
ッ
ジ

・
セ
ッ
ト
に
区
分
す
る
。

四

負
債
性
商
品
又
は
支
払
部
分
が
外
国
通
貨
建
て
の
場
合
、
リ
ス
ク
・
ポ
ジ

シ
ョ
ン
を
当
該
通
貨
の
外
国
為
替
に
関
す
る
ヘ
ッ
ジ
・
セ
ッ
ト
に
も
区
分
す

る
。

４

C
C
F
j

は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

負
債
性
商
品
以
外
の
も
の
を
原
資
産
と
す
る
場
合
、C

CF
j

は
、
次
の
表
の

原
資
産
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
掛
目
と
す
る
。

- 43 -



原
資
産

金

株

式

貴
金
属
（

電

力

コ
モ
デ
ィ
テ

金
を
除
く

ィ
（
貴
金
属

。
）

及
び
電
力
を

除
く
。
）

掛

目

五

七

八
・
五

四

十

（
パ
ー
セ

ン
ト
）

二

負
債
性
商
品
を
原
資
産
と
す
る
場
合
、C

C
F
j

は
、
次
の
表
の
原
資
産
の
種

類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
掛
目
と
す
る
。

原
資
産

個
別
リ
ス
ク
の

個
別
リ
ス
ク
の
低
い
負

そ
の
他

高
い
負
債
性
商

債
性
商
品
（
ク
レ
ジ
ッ

品

ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス

ワ
ッ
プ
に
係
る
リ
ス
ク

・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
限
る

。
）

掛

目

〇
・
六

〇
・
三

〇
・
二

（
パ
ー
セ

ン
ト
）
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三

外
国
為
替
に
関
す
る
場
合
、C

C
F

j

は
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

四

前
三
号
に
該
当
し
な
い
も
の
の
場
合
、C

C
F
j

は
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
）

（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
）

第
四
十
九
条

［
略
］

第
四
十
九
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
与
信
相
当

３

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
与
信
相
当

額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と
に
、
現
在
の
市
場
デ
ー
タ

額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
ご
と
に
、
現
在
の
市
場
デ
ー
タ

を
用
い
て
算
出
し
た実

効
Ｅ
Ｐ

Ｅ
又
は
適
切
な
ス
ト
レ
ス
期
間
を
含
む
デ
ー
タ

を
用
い
て
算
出
し
た実

効
Ｅ

Ｐ
Ｅ

又
は
適
切
な
ス
ト
レ
ス
期
間
を
含
む
デ
ー
タ

を
用
い
て
算
出
し
た実

効
Ｅ
Ｐ

Ｅ

の
う
ち
、
所
要
自
己
資
本
が
大
き
く
な
る
も

を
用
い
て
算
出
し
た実

効
Ｅ

Ｐ
Ｅ

の
う
ち
、
所
要
自
己
資
本
が
大
き
く
な
る
も

の
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

の
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

５

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
係
る

５

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
係
る

取
引
相
手
方
に
対
す
る
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
に
基
づ
き
、
期
待
エ
ク

取
引
相
手
方
に
対
す
る
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
（
当
該
取
引
相
手
方
に

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
計
測
す
る
モ
デ
ル

係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
指
定
さ
れ
た
額
を
超
え
た
と
き
に
、
当
該
取

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
当
該
担
保
に
よ
る
効
果
を
反
映
し
て
い
る

引
相
手
方
に
対
し
て
担
保
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
契
約
を
い
う

場
合
に
は
、
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る実

効
Ｅ

Ｅ
ｔ

ｋ

の
算
出
に
お
い
て
、
当

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計

該
担
保
の
効
果
を
勘
案
し
たＥ

Ｅ
ｔ

ｋ

を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
同
項
第
二
号
に
規

測
モ
デ
ル
（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
計
測
す
る
モ
デ
ル
を
い
う
。
以
下
同

定
す
る実
効

Ｅ
Ｐ

Ｅ

を
計
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
取
引
相
手
方
の

じ
。
）
に
お
い
て
当
該
担
保
に
よ
る
効
果
を
反
映
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
二

信
用
状
態
が
悪
化
し
た
時
に
当
該
取
引
相
手
方
に
担
保
の
提
供
を
求
め
る
こ
と

項
第
三
号
に
規
定
す
る実

効
Ｅ

Ｅ
ｔ

ｋ

の
算
出
に
お
い
て
、
当
該
担
保
の
効
果
を

が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
に
基
づ
く
担
保

勘
案
し
たＥ

Ｅ
ｔ

ｋ

を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る実

効
Ｅ

Ｐ

に
よ
る
効
果
は
反
映
し
な
い
も
の
と
す
る
。

Ｅ

を
計
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
取
引
相
手
方
の
信
用
状
態
が
悪
化
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し
た
時
に
当
該
取
引
相
手
方
に
担
保
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
に
基
づ
く
担
保
に
よ
る
効
果
は
反

映
し
て
は
な
ら
な
い
。

６

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
を
使
用
し

６

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
代
え
て

て実
効

Ｅ
Ｐ

Ｅ
を
計
測
す
る
場
合
に
は
、
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
内
に
お
け

、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
を
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
取
引
相
手
方
と
の
取
引
の
時
価
の
変
化
額
を
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
。

る実
効

Ｅ
Ｐ

Ｅ

と
す
る
方
法
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
係
る
取
引
相
手
方
に
対
す
る
マ
ー
ジ
ン
・
ア

グ
リ
ー
メ
ン
ト
に
基
づ
く
担
保
に
よ
る
効
果
を
反
映
し
な
い
場
合
の実

効
Ｅ

Ｐ
Ｅ

に
当
該
取
引
相
手
方
に
提
供
さ
れ
る
全
て
の
担
保
（
日
々
の
値
洗
い
に

よ
り
そ
の
額
が
調
整
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
を
加
え
た
額

二

次
の
イ
の
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
ア
ド
オ
ン
に
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
額

の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
額
を
加
え
た
額

イ

ア
ド

オ
ン

＝E
[
ma
x
(
Δ
M
t
M
,0
)
]

E
[
]
は

[
]
内

の
期

待
値

、

Δ
M
t
Mは

リ
ス

ク
の

マ
ジ

ン
期

間
マ

ジ
ン
・

ア
グ
リ

メ
ン

ト
、

ー
（

ー
ー

に
基

づ
き

取
引

相
手

方
か

ら
担
保

の
提
供

を
受

け
た

時
点

か
ら

当
該

取

引
相

手
方

の
デ

フ
ォ

ル
ト
に

伴
い

発
生

し
た

当
該

取
引

相
手

方
と

の
取

引
に

係
る

マ
ケ
ッ

ト
・

リ
ス

ク
に

対
す

る
ヘ
ッ

ジ
が

完
了

す
る

時
点

ー

ま
で

の
期

間
を

い
う

内
に

お
け

る
取

引
相

手
方

と
の

取
引

の
時

価
。
）

の
変

化
額

た
だ

し
マ

ジ
ン

・
ア

グ
リ

メ
ン

ト
に

基
づ

く
担

保
。

、
ー

ー

に
よ

る
効

果
を

勘
案

し
て

は
な
ら

な
い

。
ロ

マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
に
基
づ
き
提
供
を
し
、
又
は
提
供
を
受

け
た
担
保
（
コ
ー
ル
さ
れ
た
も
の
及
び
係
争
中
の
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
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る
効
果
を
反
映
し
た
場
合
の
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の
現
時
点
の
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

ハ

マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
に
基
づ
き
提
供
を
し
、
又
は
提
供
を
受

け
る
担
保
に
よ
る
効
果
を
反
映
し
た
場
合
の
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に

お
い
て
生
じ
得
る
最
大
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

７

前
項
の
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ

７

前
項
第
二
号
イ
の
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ネ
ッ

・
セ
ッ
ト
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

日
々
の
値
洗
い
に
よ
り
担
保
の
額
が
調
整
さ
れ
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ

一

日
々
の
値
洗
い
に
よ
り
担
保
の
額
が
調
整
さ
れ
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ

ト

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の
区
分
に
応

ト

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

算
出
基
準
日
を
含
む
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
一
期
前
の
最
終
指
定

ハ

算
出
基
準
日
を
含
む
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
（
法
第
五
十
七
条
の
十

親
会
社
四
半
期
内
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
取
引
件
数
が
五
千
件
を
超
え
た

七
第
二
項
に
規
定
す
る
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト

二
十
営
業
日

）
の
一
期
前
の
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
内
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
取
引

件
数
が
五
千
件
を
超
え
た
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト

二
十
営
業
日

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

二

Ｎ

（
二
以
上
の
整
数
と
す
る
。
）
日
ご
と
の
値
洗
い
に
よ
り
担
保
の
額
が

二

Ｎ

日
ご
と
の
値
洗
い
に
よ
り
担
保
の
額
が
調
整
さ
れ
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・

調
整
さ
れ
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト

Ｆ
＋

Ｎ
－

１

セ
ッ
ト

Ｆ
＋

Ｎ
－

１

Ｆ
は

前
号

の
規

定
に

よ
り
算

出
さ

れ
る

リ
ス

ク
の
マ

ジ
ン

期
間

Ｆ
は

前
号

の
規

定
に

よ
り

算
出
さ

れ
る

リ
ス

ク
の

マ
ジ

ン
期

間
ー

ー

８

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
算
出
基
準
日
を
含
む
最
終
指
定
親
会
社
四
半

８

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
算
出
基
準
日
を
含
む
最
終
指
定
親
会
社
四
半

期
の
前
の
直
近
の
連
続
す
る
二
の
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
間
に
、
同
項
第

期
の
前
の
直
近
の
連
続
す
る
二
の
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
間
に
、
同
項
第

一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ

一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ

ッ
ト
に
つ
い
て
、
担
保
額
調
整
に
係
る
係
争
に
よ
り
、
同
項
の
リ
ス
ク
の
マ
ー

ッ
ト
に
つ
い
て
、
担
保
額
調
整
（
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
担
保
の
価
格
変
動
に
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ジ
ン
期
間
を
超
え
る
清
算
期
間
を
要
す
る
場
合
が
三
回
以
上
生
じ
た
場
合
に
は

伴
う
信
用
供
与
額
の
変
化
を
担
保
額
に
よ
っ
て
調
整
す
る
仕
組
み
を
い
う
。
以

、
次
の
連
続
す
る
二
の
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
間
は
、
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン

下
同
じ
。
）
に
係
る
係
争
に
よ
り
、
同
項
の
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
を
超
え

グ
・
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
の
少
な
く
と
も

る
清
算
期
間
を
要
す
る
場
合
が
三
回
以
上
生
じ
た
場
合
に
は
、
次
の
連
続
す
る

二
倍
以
上
の
期
間
を
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
と
す
る
。

二
の
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
間
は
、
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
つ

い
て
は
、
同
項
の
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
の
少
な
く
と
も
二
倍
以
上
の
期
間

を
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
と
す
る
。

９

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
構
成

９

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
を
構
成

す
る
取
引
に
お
い
て
、
取
引
相
手
方
及
び
参
照
企
業
の
間
に
法
的
な
関
係
が
存

す
る
取
引
に
お
い
て
、
取
引
相
手
方
及
び
参
照
企
業
の
間
に
法
的
な
関
係
が
存

在
し
、
か
つ
、
個
別
誤
方
向
リ
ス
ク
（
特
定
の
取
引
相
手
方
に
対
す
る
将
来
の

在
し
、
か
つ
、
個
別
誤
方
向
リ
ス
ク
（
特
定
の
取
引
相
手
方
に
対
す
る
将
来
の

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
、
当
該
取
引
相
手
方
のP
D

と
高
い
相
関
を
持
っ
て

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
が
、
当
該
取
引
相
手
方
のPD

と
高
い
相
関
を
持
っ
て

増
減
す
る
リ
ス
ク
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
特
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該

増
減
す
る
リ
ス
ク
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
特
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該

取
引
を
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
か
ら
除
外
す
る
も
の
と
す
る
。

取
引
を
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
か
ら
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
取
引
相
手
方
及
び
参
照
企
業
の
間

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
取
引
相
手
方
及
び
参
照
企
業
の
間

10

10

に
法
的
な
関
係
が
存
在
し
、
か
つ
、
個
別
誤
方
向
リ
ス
ク
が
特
定
さ
れ
た
取
引

に
法
的
な
関
係
が
存
在
し
、
か
つ
、
個
別
誤
方
向
リ
ス
ク
が
特
定
さ
れ
た
取
引

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
に
お
い
て
は
、
当
該
個
別
誤
方

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
に
お
い
て
は
、
当
該
個
別
誤
方

向
リ
ス
ク
の
特
性
を
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
。

向
リ
ス
ク
の
特
性
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
に

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
マ
ー
ジ
ン
・
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
に

11

11

よ
り
提
供
を
し
、
又
は
提
供
を
受
け
る
担
保
が
現
金
以
外
の
資
産
を
含
む
場
合

よ
り
提
供
を
し
、
又
は
提
供
を
受
け
る
担
保
が
現
金
以
外
の
資
産
を
含
む
場
合

に
は
、
当
該
担
保
の
価
格
変
動
を
適
切
に
反
映
す
る
も
の
と
す
る
。

に
は
、
当
該
担
保
の
価
格
変
動
を
適
切
に
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
略
］

［
同
上
］

12

12

直
接
清
算
参
加
者
と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト

直
接
清
算
参
加
者
と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト

13

13

レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
有

レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生

価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
、
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ

ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
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ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規

は
、
第
七
項
第
一
号
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
掲
げ
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ

定
す
る
商
品
清
算
取
引
そ
の
他
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け

・
セ
ッ
ト
の
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
を
五
営
業
日
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
取
次
ぎ
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
海
外

の
取
引
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
、
第
七
項
第
一
号
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
号
に
掲
げ
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
を
五
営

業
日
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
承
認
申
請
書
の
提
出
）

（
承
認
申
請
書
の
提
出
）

第
五
十
条

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
承

第
五
十
条

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
最
終
指
定
親
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
最
終
指
定
親
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

承
認
申
請
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

承
認
申
請
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

３

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画
に
は
、
次

３

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
承
認
の
基
準
）

（
承
認
の
基
準
）

第
五
十
一
条

金
融
庁
長
官
は
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い

第
五
十
一
条

金
融
庁
長
官
は
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い

て
第
四
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

て
第
四
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
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に
適
合
す
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
当
該
承
認
に
先
立
っ
て

に
適
合
す
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
当
該
承
認
に
先
立
っ
て

一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
内
部
管
理
に
お
い
て
運
用
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
期
待

一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
内
部
管
理
に
お
い
て
運
用
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
期
待

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
を
開
始
す
る
日
以
降
に
お
い
て
、
内
部
管
理

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
を
開
始
す
る
日
以
降
に
お
い
て
、
内
部
管
理

に
関
す
る
体
制
が
当
該
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
か
ど
う
か
を
審

に
関
す
る
体
制
が
当
該
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
か
ど
う
か
を
審

査
す
る
も
の
と
す
る
。

査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
、
当
該
モ
デ
ル
の
開
発
か
ら
独

四

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
が
、
当
該
モ
デ
ル
の
開
発
か
ら
独

立
し
、
か
つ
、
十
分
な
能
力
を
有
す
る
者
に
よ
り
、
開
発
時
点
及
び
そ
の
後

立
し
、
か
つ
、
十
分
な
能
力
を
有
す
る
者
に
よ
り
、
開
発
時
点
及
び
そ
の
後

定
期
的
に
、
か
つ
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
へ
の
重
要
な
変

定
期
的
に
、
か
つ
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
へ
の
重
要
な
変

更
、
市
場
の
構
造
的
な
変
化
又
は
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
構
成
の
大
き
な
変
化
に

更
、
市
場
の
構
造
的
な
変
化
又
は
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
構
成
の
大
き
な
変
化
に

よ
っ
て
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
正
確
性
が
失
わ
れ
る
お
そ

よ
っ
て
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
計
測
モ
デ
ル
の
正
確
性
が
失
わ
れ
る
お
そ

れ
が
生
じ
た
場
合
に
検
証
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
モ
デ
ル
が
適
切
に
見

れ
が
生
じ
た
場
合
に
検
証
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
モ
デ
ル
が
適
切
に
見

直
さ
れ
る
た
め
の
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

直
さ
れ
る
た
め
の
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
検
証
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

該
検
証
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
五
～
十
四

略
］

［
五
～
十
四

同
上
］

（
変
更
に
係
る
届
出
）

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
五
十
二
条

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た

第
五
十
二
条

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
る

場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な

も
の
と
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］
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２

前
項
第
三
号
に
基
づ
く
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指

２

前
項
第
三
号
に
基
づ
く
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指

定
親
会
社
は
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
承
認
の
基
準
を
満

定
親
会
社
は
、
当
該
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
承
認
の
基
準
を
満

た
さ
な
い
事
項
に
関
す
る
改
善
計
画
を
当
該
届
出
と
併
せ
て
、
又
は
そ
の
後
速

た
さ
な
い
事
項
に
関
す
る
改
善
計
画
を
当
該
届
出
と
あ
わ
せ
て
、
又
は
そ
の
後

や
か
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

速
や
か
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
段
階
的
適
用
等
）

（
段
階
的
適
用
等
）

第
五
十
四
条

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た

第
五
十
四
条

期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
使
用
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
全
て
の
派
生
商
品
取
引
又
は
全
て
の

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
は
、
す
べ
て
の
派
生
商
品
取
引
又
は
す
べ

レ
ポ
形
式
の
取
引
に
つ
い
て
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
す
る
も
の

て
の
レ
ポ
形
式
の
取
引
に
つ
い
て
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な

と
す
る
。
た
だ
し
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
を
開
始
し
た
後
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
を
開
始

一
定
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
部
の
取
引
の
与
信
相
当
額
に
つ
い
て
期
待
エ
ク
ス

し
た
後
の
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
部
の
取
引
の
与
信
相
当
額
に
つ
い
て
期

ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な
い
旨
を
第
五
十
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
期

待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
適
用
し
な
い
旨
を
第
五
十
条
第
二
項
第
四
号
に

待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画
に
定
め
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

掲
げ
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
実
施
計
画
に
定
め
て
い
る
場
合
は
、
こ

な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
標
準
的
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
）

（
標
準
的
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
）

第
七
十
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
標
準
的
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調

第
七
十
条

［
同
上
］

整
率
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
包
括
的
手
法
の
計
算
の
対
象
と
す
る
取
引
に

つ
い
て
毎
営
業
日
の
時
価
評
価
又
は
担
保
額
調
整
を
行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
保

有
期
間
（
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
を
計
算
す
る
際
に
、
当
該
資
産
を
保
有
す

る
と
仮
定
す
る
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
目
か
ら
第
四
目
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
十
営
業
日
の
と
き
に
用
い
る
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
は
、
次
の
各
号
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に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
を
適
用
す
る
対
象
で
あ
る
資
産
が
次
の
表
に
掲

二

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
を
適
用
す
る
対
象
で
あ
る
資
産
が
次
の
表
に
掲

げ
る
資
産
種
別
に
該
当
す
る
場
合

そ
の
該
当
す
る
資
産
種
別
に
応
じ
て
、

げ
る
資
産
種
別
に
該
当
す
る
場
合

そ
の
該
当
す
る
資
産
種
別
に
応
じ
て
、

同
表
の
下
欄
に
定
め
る
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率

同
表
の
下
欄
に
定
め
る
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率

資
産
種
別

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率

資
産
種
別

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率

［
略
］

［
同
上
］

適
格
金
融
資
産
担
保
以
外
の
資
産
（

二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

適
格
金
融
資
産
担
保
以
外
の
資
産
（

二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

当
該
資
産
に
つ
い
て
第
四
十
五
条
第

当
該
資
産
に
つ
い
て
第
四
十
五
条
第

一
項
の
表
第
八
号
に
定
め
る
与
信
相

一
項
の
表
第
八
号
に
定
め
る
与
信
相

当
額
を
算
出
す
る
場
合
、
Ｓ
Ａ－

Ｃ

当
額
を
算
出
す
る
場
合
又
は
第
六
十

Ｃ
Ｒ
を
用
い
て
派
生
商
品
取
引
若
し

六
条
た
だ
し
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

く
は
長
期
決
済
期
間
取
引
に
係
る
与

よ
り
レ
ポ
形
式
の
取
引
に
つ
い
て
第

信
相
当
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い

六
十
五
条
各
号
及
び
第
六
十
六
条
各

て
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
与
信
相
当

号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
資
産
を
用

額
が
算
出
さ
れ
る
担
保
の
提
供
に
用

い
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

い
る
と
き
又
は
第
六
十
六
条
た
だ
し

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
レ
ポ
形

式
の
取
引
に
つ
い
て
第
六
十
五
条
各

号
及
び
第
六
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
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も
の
以
外
の
資
産
を
用
い
る
場
合
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）

２

［
略
］

２

［
同
上
］

第
八
目

削
除

第
八
目

包
括
的
手
法
に
お
け
る
担
保
付
派
生
商
品
取
引

（
計
算
方
法
）

第
八
十
九
条

削
除

第
八
十
九
条

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
包
括
的
手
法
を
適
用
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、
先
渡
、
ス
ワ
ッ
プ
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
等
の
派
生
商
品
取
引
に

つ
い
て
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
使
用
し
、
か
つ
、
適
格
金
融

資
産
担
保
を
用
い
る
と
き
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
は
、
次
の
式
に
よ
り
算

出
す
る
。

E
*

＝
（R

C＋
ア

ド
オ

ン

）－
C

A

E
*
は

信
用

リ
ス

ク
削

減
手

法
適

用
後

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

額

（た
だ

し
零

、
ー

ー
、

を
下

回
ら

な
い

値
と
す

る

）

。

R
C
は

第
四

十
七

条
第

一
項

第
一

号
に

定
め

る
再

構
築

コ
ス
ト

、

ア
ド

オ
ン

は
同

条
第

一
項

第
二

号
に
定

め
る

グ
ロ

ス
の

ア
ド

オ
ン

、

C
Aは

H
c

（適
格

金
融

資
産

担
保

に
適

用
す

る
ボ
ラ

テ
ィ
リ

テ
ィ

調
整

率

）及
、

び
H
f
x

（エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

と
適

格
金

融
資

産
担

保
の

通
貨

が
異

な
る

場
ー

ー

合
に

適
用

す
る

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ
ィ

調
整

率

）を
適

用
し
た

後
の

担
保

額

２

法
的
に
有
効
な
相
対
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
契
約
が
存
在
す
る
場
合
は
、
前
項
のR

C
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は
第
四
十
七
条
第
二
項
に
定
め
る
ネ
ッ
ト
再
構
築
コ
ス
ト
と
し
、
ま
た
、
ア
ド

オ
ン
は
同
条
第
三
項
に
定
め
る
ネ
ッ
ト
の
ア
ド
オ
ン
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
のH

f
x

は
、
当
該
相
対
ネ
ッ
テ

ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
る
場
合
の
決
済
通
貨
と
金
融
資
産
担
保
の
通
貨
が
異
な
る
と

き
に
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
・
フ
ロ
ア
の
適
用
除
外
）

（
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
・
フ
ロ
ア
の
適
用
除
外
）

第
九
十
二
条

適
格
金
融
資
産
担
保
付
取
引
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る

第
九
十
二
条

［
同
上
］

場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

三

派
生
商
品
取
引
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
方
式
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
担
保
が
同
一
の
通
貨
建
て
で

あ
り
、
か
つ
、
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
毎
営
業
日
に
時
価
評

価
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
現
金
又
は
預
金
が
担
保
で
あ
る
と
き

零
パ
ー
セ
ン
ト

［
号
を
削
る
。
］

四

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
中
央
政
府
等
又
は
我
が
国
の
地
方
公

共
団
体
の
発
行
す
る
債
券
が
担
保
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
債
券
の
標
準
的
手

法
に
お
け
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
零
パ
ー
セ
ン
ト
の
と
き

十
パ
ー
セ
ン

ト

三

［
略
］

五

［
同
上
］

［
節
を
削
る
。
］

第
七
節

間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
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ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
方
法
の
特
例

（
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
方
法
の
特
例
）

第
百
十
五
条
の
二

標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
直
接
清
算
参
加
者
と

し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参

加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
与
信
相
当
額
の

算
出
に
第
四
十
九
条
に
定
め
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
て
い
な

い
場
合
に
は
、
当
該
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・

ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
当
該
信
用
リ
ス
ク
・
ア

セ
ッ
ト
の
額
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

R
W
A
*

＝R
WA

×√

（T
m
/1
0

）

R
W
A
*は

こ
の

条
の

規
定

の
適
用

後
の

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ
ッ

ト
の

額
、

R
W
A
は

第
一

節
か

ら
前

節
ま

で
の

規
定

に
よ

り
算

出
し

た
当

該
ト

レ
ド

・
、

ー

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

に
係

る
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

額
ー

ー

T
m
は

第
四

十
九

条
第

七
項

の
定

め
に

従
い

算
出

し
た

リ
ス
ク

の
マ

ジ
ン

期
、

ー

間
こ

の
場

合
に

お
い

て
同

項
第

一
号

の
規

定
に

か
か

わ
ら
ず

日々
の

。
、

、

値
洗

い
に

よ
り

担
保
額

が
調

整
さ

れ
る
ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
に

係
る

リ

ス
ク

の
マ

ジ
ン

期
間

は
五

営
業

日
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

ー
。

（
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

（
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
お
け
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

の
額
の
合
計
額
）

の
額
の
合
計
額
）
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第
百
二
十
八
条

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

第
百
二
十
八
条

［
同
上
］

ッ
ト
の
額
の
合
計
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
標
準
的
手
法
を
適
用
す
る
部
分

二

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
標
準
的
手
法
を
適
用
す
る
部
分

に
つ
き
、
第
十
四
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す

に
つ
き
、
第
十
四
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を

る
こ
と
に
よ
り
標
準
的
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の

準
用
す
る
こ
と
に
よ
り
標
準
的
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ

額
の
合
計
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指

ッ
ト
の
額
の
合
計
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
標
準
的
手
法
採
用

定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
読

最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三

［
略
］

三

［
同
上
］

四

第
五
章
の
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
第
十
四
条
第
三
号
に
規

四

第
五
章
の
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
第
十
四
条
第
一
項
第
三

定
す
る
中
央
清
算
機
関
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア

号
に
規
定
す
る
中
央
清
算
機
関
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス

セ
ッ
ト
の
額

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

）

（
事
業
法
人
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

AD

）

第
百
三
十
四
条

［
略
］

第
百
三
十
四
条

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

６

内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
直
接
清
算
参
加
者
と
し
て
間
接
清

算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係

る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト

レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

AD

を
算
出
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該E

A
D

の
算
出
に
当
た
っ
て
第
四
十
九
条
に
定
め
る
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を

用
い
て
い
な
い
と
き
に
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
たE

A
D

（
当
該
エ
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ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
次
の
掛
目
を
乗
じ
た
額
を
当
該

間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

掛
目

＝√

（T
m
/1
0

）

Tm
は

第
四

十
九

条
第

七
項

の
規

定
を

準
用

し
て

算
出

し
た

リ
ス

ク
の

マ
ジ

、
ー

ン
期

間
こ

の
場

合
に

お
い

て
同

項
第

一
号

中

「ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

。
、

ト
二

十
営

業
日

」と
あ

り
及

び

「ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
十

営
業

、

日

」と
あ

る
の

は

「ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
五

営
業

日

」と
読

み
替

、

え
る

も
の

と
す

る
。

（
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

AD

）

（
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のE

A
D

）

第
百
四
十
二
条

［
略
］

第
百
四
十
二
条

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

６

第
百
三
十
四
条
第
六
項
の
規
定
は
、
リ
テ
ー
ル
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
で

あ
っ
て
、
内
部
格
付
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
が
直
接
清
算
参
加
者
と
し
て

間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対

す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
のEA

D

を
算
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
標
準
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
に
よ
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
）

（
標
準
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
に
よ
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
二
百
四
十
八
条
の
三

［
略
］

第
二
百
四
十
八
条
の
三

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］
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４

第
一
項
のE

A
D

i
t
o
t
a
l

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

４

［
同
上
］

号
に
定
め
る
取
引
相
手
方i

に
係
る
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
ご
と
に
算
出
し

た
額
と
す
る
。

一

Ｓ
Ａ－

Ｃ
Ｃ
Ｒ
を
用
い
る
場
合

第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
与
信

一

カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
場
合

第
三
章
第
六
節

相
当
額
の
割
引
現
在
価
値

第
三
款
に
規
定
す
る
包
括
的
手
法
を
使
用
す
る
場
合
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手

法
を
適
用
し
た
後
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
割
引
現
在
価
値

［
号
を
削
る
。
］

二

標
準
方
式
を
用
い
る
場
合

第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
与
信
相
当
額
の
割

引
現
在
価
値

二

［
略
］

三

［
同
上
］

５

第
一
項
並
び
に
前
項
第
一
号
の
割
引
現
在
価
値
は
、
次
に
掲
げ
る
算
式
に
よ

５

第
一
項
並
び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
割
引
現
在
価
値
は
、
次
に
掲
げ

り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

る
算
式
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（割
引

現
在

価
値

）
＝
（想

定
元

本
額

又
は

与
信

相
当

額

）
×(

1
-
E
XP
(
-
0
.

（割
引

現
在

価
値

）
＝
（想

定
元

本
額

又
は

与
信

相
当

額

）
×(1

-
E
X
P(
-
0
.

0
5

×M
x )
)
/
(0
.
0
5

×M
x )

0
5

×M
x )
)
/
(
0.
0
5

×M
x )

M
xは

対
応

す
る
M
i

M
i
h
e
d
ge又

は
M

i
n
d

M
xは

対
応

す
る
M
i

M
i
h
e
dg
e又

は
M

i
n
d

、
、

、
、

６

［
略
］

６

［
同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

７

第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
のE

A
D
i t
o
ta
l

（
直
接
清
算
参
加
者
と
し
て
間
接
清
算
参
加
者
の
適
格
中
央
清
算
機
関
向
け
ト

レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
清
算
取
次
ぎ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
生

ず
る
間
接
清
算
参
加
者
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
算
出
す
る
場
合
に
は
、
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め

る
額
に
次
の
掛
目
を
乗
じ
た
額
を
、
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
のE

AD
i
t
ot
a
l

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

掛
目

＝√
（T

m/
1
0

）
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Tm
は

第
四

十
九
条

第
七

項
の

規
定

を
準

用
し

て
算

出
し

た
リ

ス
ク

の
マ

ジ
、

ー

ン
期

間
こ

の
場

合
に

お
い

て
同

項
第

一
号
中

「ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

。
、

ト
二

十
営

業
日

」と
あ

り
及

び

「ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
十

営
業

、

日

」と
あ

る
の

は

「ネ
ッ

テ
ィ

ン
グ

・
セ
ッ

ト
五

営
業

日

」と
読

み
替

、

え
る

も
の

と
す

る
。

（
先
進
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
に
よ
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
）

（
先
進
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
に
よ
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
二
百
四
十
八
条
の
四

［
略
］

第
二
百
四
十
八
条
の
四

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
十
九
条
第
六
項
（
第
百
三
十
四
条
第
五

項
又
は
第
百
四
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
方
法
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
お
け
る
最
も

長
い
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
又
は
当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ

・
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
全
て
の
派
生
商
品
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
の
名
目
額

に
よ
り
加
重
平
均
し
た
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
の
い
ず
れ
か
大
き
い
期
間
をt

T

と
し
、

当
該
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
の実

効
Ｅ

Ｐ
Ｅ

をＥ
Ｅ

i

と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５

［
略
］

６

［
同
上
］

６

［
略
］

７

［
同
上
］

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
二
百
四
十
八
条
の
五

［
略
］

第
二
百
四
十
八
条
の
五

［
同
上
］

２

第
二
百
四
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
待
エ
ク
ス

２

カ
レ
ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
又
は
標
準
方
式
を
用
い
て
与
信
相
当
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ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
な
い
で
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
特
定
の
ポ
ー
ト
フ

額
を
算
出
す
る
特
定
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
含
ま
れ
る
派
生
商
品
取
引
に
つ
い

ォ
リ
オ
に
含
ま
れ
る
派
生
商
品
取
引
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官

て
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
た
場
合
に
限
り
、
当
該
派
生
商
品

に
届
け
出
た
場
合
に
限
り
、
当
該
派
生
商
品
取
引
に
係
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当

取
引
に
係
る
Ｃ
Ｖ
Ａ
リ
ス
ク
相
当
額
を
前
節
に
定
め
る
標
準
的
リ
ス
ク
測
定
方

額
を
前
節
に
定
め
る
標
準
的
リ
ス
ク
測
定
方
式
を
用
い
て
算
出
す
る
こ
と
が
で

式
を
用
い
て
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

（
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
直
接
清
算

（
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
直
接
清
算

参
加
者
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

参
加
者
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

第
二
百
四
十
八
条
の
七

第
三
章
（
第
四
十
七
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を

第
二
百
四
十
八
条
の
七

第
三
章
の
規
定
は
、
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー

除
く
。
）
の
規
定
は
、
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
直
接
清
算
参
加
者
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ

ャ
ー
及
び
直
接
清
算
参
加
者
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ

ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

の
場
合
に
お
い
て
、
「
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「

「
標
準
的
手
法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
指
定
親
会
社
」

最
終
指
定
親
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
場
合
、
当
該
ト
レ
ー

ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
二
パ
ー
セ
ン
ト

ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る

と
す
る
。

。
ま
た
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
第
四
章
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
条
第
七
項
第
一
号
中
「
イ
か
ら
ニ
ま

で
」
と
あ
る
の
は
「
イ
、
ロ
又
は
ニ
」
と
、
同
号
イ
中
「
ロ
又
は
ハ
」
と
あ
る

の
は
「
ロ
」
と
、
同
号
ニ
中
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
イ
又
は
ロ
」

と
、
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ニ
中
「
流
動
性
の
低
い
担
保
又
は
再
構
築
の
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困
難
な
派
生
商
品
取
引
を
含
む
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
及
び
算
出
基
準
日
を

含
む
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
一
期
前
の
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
内
の
い

ず
れ
か
の
時
点
で
取
引
件
数
が
五
千
件
を
超
え
た
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
」

と
あ
る
の
は
「
流
動
性
の
低
い
担
保
又
は
再
構
築
の
困
難
な
派
生
商
品
取
引
を

含
む
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
（
Ｓ
Ａ－

Ｃ
Ｃ
Ｒ

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
清
算
参
加
者
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク

を
用
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
適
格
中
央
清
算
機
関
が
支
払
不
能
と

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
最
終
指
定
親
会
社
が
間
接
清
算
参
加
者
で
あ
る
場
合
に
お
い

な
り
、
当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
か
ら
変
動
証
拠
金
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と

て
、
直
接
清
算
参
加
者
及
び
他
の
間
接
清
算
参
加
者
が
共
に
債
務
不
履
行
又
は

が
予
定
さ
れ
て
い
る
担
保
に
対
す
る
損
失
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
が
講
じ

支
払
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
、
最
終
指
定
親
会
社
へ
の
損
失
の
発
生
を
防
ぐ
た

ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ

め
の
方
策
を
適
格
中
央
清
算
機
関
又
は
直
接
清
算
参
加
者
が
講
じ
て
い
な
い
場

ッ
ト
に
含
ま
れ
る
取
引
のM

i

の
う
ち
の
最
も
長
い
営
業
日
数
（
十
営
業
日
を
下

合
に
限
る
。
）
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
場
合
、
当
該
直

回
る
場
合
に
は
、
十
営
業
日
と
す
る
。
）
と
一
年
間
の
営
業
日
数
の
う
ち
い
ず

接
清
算
参
加
者
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

れ
か
短
い
営
業
日
数
と
す
る
。

は
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
待

［
項
を
加
え
る
。
］

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
と
き
は
、
第
四
十
九
条
第
七
項
第
一
号
中

「
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
イ
、
ロ
又
は
ニ
」
と
、
同
号
イ
中
「
ロ
又

は
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
ロ
」
と
、
同
号
ニ
中
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
あ
る
の
は

「
イ
又
は
ロ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
適
格
中
央
清
算

機
関
が
支
払
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
か
ら

変
動
証
拠
金
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
担
保
に
対
す
る
損

失
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
リ
ス
ク
の
マ

ー
ジ
ン
期
間
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
取
引
の
残
存
期
間
の
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う
ち
の
最
も
長
い
営
業
日
数
（
十
営
業
日
を
下
回
る
場
合
に
は
、
十
営
業
日
と

す
る
。
）
と
一
年
間
の
営
業
日
数
の
う
ち
い
ず
れ
か
短
い
営
業
日
数
と
す
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
七

［
項
を
加
え
る
。
］

十
六
条
第
二
項
第
一
号
ニ
中
「
流
動
性
の
低
い
担
保
又
は
再
構
築
の
困
難
な
派

生
商
品
取
引
を
含
む
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
及
び
算
出
基
準
日
を
含
む
最
終

指
定
親
会
社
四
半
期
の
一
期
前
の
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
内
の
い
ず
れ
か
の

時
点
で
取
引
件
数
が
五
千
件
を
超
え
た
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
」
と
あ
る
の

は
「
流
動
性
の
低
い
担
保
又
は
再
構
築
の
困
難
な
派
生
商
品
取
引
を
含
む
ネ
ッ

テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
が
支
払
不
能
と
な
っ
た
際
に
当
該
適
格
中
央
清
算
機

関
か
ら
変
動
証
拠
金
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
担
保
に
対

す
る
損
失
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
最
低

保
有
期
間
は
、
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
取
引
の
残
存
期
間
の
う

ち
の
最
も
長
い
営
業
日
数
（
十
営
業
日
を
下
回
る
場
合
に
は
、
十
営
業
日
と
す

る
。
）
と
一
年
間
の
営
業
日
数
の
う
ち
い
ず
れ
か
短
い
営
業
日
数
と
す
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
清
算
参
加
者
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク

［
項
を
加
え
る
。
］

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
最
終
指
定
親
会
社
が
間
接
清
算
参
加
者
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
直
接
清
算
参
加
者
及
び
他
の
間
接
清
算
参
加
者
が
と
も
に
債
務
不
履
行
又

は
支
払
不
能
と
な
っ
た
際
に
最
終
指
定
親
会
社
へ
の
損
失
の
発
生
を
防
ぐ
た
め

の
方
策
を
適
格
中
央
清
算
機
関
又
は
直
接
清
算
参
加
者
が
講
じ
て
い
な
い
と
き

に
限
る
。
）
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
直
接
清
算
参
加
者
向
け
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ

イ
ト
は
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
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（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

（
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
）

第
二
百
四
十
八
条
の
八

適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク

第
二
百
四
十
八
条
の
八

適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
所
要
自
己
資
本
額(

K
C
M
i)

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
手
法
を
用
い
て
算
出

に
十
二
・
五
を
乗
じ
て
算
出
す
る
。

す
る
。

一

所
要
自
己
資
本
額(K

C
M
i )

は
、
次
の
算
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。

一

リ
ス
ク
・
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
手
法

二

簡
便
的
手
法

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
「
リ
ス
ク
・
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
手
法
」
と
は
、
第
一
号

に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
所
要
自
己
資
本
額
（K

C
M

）
に
十
二
・
五
を
乗

じ
て
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
手
法
を
い
う
。

D
F

は
当

該
適

格
中

央
清

算
機

関
に

直
接

清
算

参
加

者
i
が

拠
出

し
た

清

一

所
要
自
己
資
本
額
（K

C
M

）
は
次
の
算
式
を
用
い
て
算
出
す
る
。

p
r
e
f

i
、

算
基

金
の

額

D
F

は
当

該
適

格
中

央
清

算
機

関
が

有
す

る
資

本
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

C
C
P

、

も
の

で
あ
っ

て
直

接
清

算
参

加
者

の
債

務
不
履

行
に

よ
り

当
該

適
格

中
、

央
清

算
機

関
に

生
ず

る
損

失
を

清
算

基
金

債
務

不
履

行
参

加
者

の
清

算
（

基
金

を
除

く
と

同
時

に
又

は
当

該
清

算
基

金
に

先
立

ち
負

担
す

る
も

。
）

の
の

額

D
F

は
当

該
適

格
中

央
清

算
機

関
に

直
接

清
算

参
加

者
が

拠
出

し
た

清
算

p
r
e
f

C
M

、

基
金

の
額

の
合

計

E
A
D
は

当
該

適
格

中
央

清
算

機
関

が
有

す
る

直
接

清
算

参
加

者
i
に

対
す

i
、

る
ト

レ
ド

・
エ

ク
ス
ポ

ジ
ャ

の
額

ー
ー

ー

二

前
号
のE

A
D

は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

i

イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
と
す
る
。

K
は

当
該

適
格

中
央

清
算

機
関
に

係
る

み
な

し
所

要
自

己
資

本
額

第
*C
M

、
（
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イ

派
生
商
品
取
引

Ｓ
Ａ－

Ｃ
Ｃ
Ｒ
を
用
い
て
算
出
し
た
額
。
た
だ
し
、

八
号

及
び

第
九

号
に
お

い
て

同
じ

。
）

受
け
入
れ
担
保
の
額
に
は
直
接
清
算
参
加
者
が
拠
出
し
た
清
算
基
金
の
額

N
は

当
該

適
格

中
央

清
算

機
関

に
係

る
直

接
清

算
参

加
者

の
数

第
八
号

、
（

を
含
む
こ
と
と
し
、
リ
ス
ク
の
マ
ー
ジ
ン
期
間
は
十
営
業
日
と
す
る
。

及
び

第
九

号
に

お
い
て

同
じ

。
）

ロ

レ
ポ
形
式
の
取
引

次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
額

D
F
は

当
該

適
格

中
央
清

算
機

関
に

最
終

指
定

親
会

社
が

拠
出

し
た

清
算

基
、

金
の

額

E
B
R
M
は

当
該

適
格

中
央

清
算

機
関

が
有

す
る

直
接

清
算

参
加

者
iに

対
D
F

は
当

該
適

格
中

央
清

算
機

関
が

有
す

る
資

本
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

i
C
C
P

、
、

す
る

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
額

に
当

該
直

接
清

算
参

加
者

が
拠

出
し

た
も

の
で

あ
っ

て
直

接
清

算
参

加
者

の
債

務
不

履
行

に
よ

り
中

央
清

算
機

ー
ー

、

当
初

証
拠

金
の

額
を
加

え
た

額

（第
八

十
条

の
信

用
リ

ス
ク

削
減

手
法

関
に

生
ず

る
損

失
を

清
算

基
金

債
務

不
履

行
参
加

者
の

清
算

基
金

を
除

（

適
用

後
の

額
と

す
る

く
に

先
立

ち
負

担
す

る
も

の
の

額
。
）

。
）

I
M
は

直
接

清
算

参
加

者
i
が

拠
出

し
た
当

初
証

拠
金

の
額

E
B
R
M
は

当
該

適
格

中
央
清

算
機

関
が

有
す

る
直

接
清

算
参

加
者

i
に

対
す

i
i

、
、

D
F
は

直
接

清
算

参
加

者
i
が

拠
出

し
た
清

算
基

金
の

額
る

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
額

に
当

該
直

接
清
算

参
加

者
が

拠
出

し
た

当
初

i
、

ー
ー

三

前
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
所
要
自
己
資
本
額(
K
C
M
i)

を
算
出
す
る
場
合
に
お

証
拠

金
の

額
を

加
え

た
額

い
て
は
、
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
算
出
基

I
M
は

直
接

清
算

参
加

者
i
が

拠
出

し
た

当
初

証
拠

金
第

九
号

に
お

い
て

i
、

（

準
日
を
含
む
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
一
期
前
の
最
終
指
定
親
会
社
四
半

同
じ

。
）

期
内
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
取
引
件
数
が
五
千
件
を
超
え
た
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ

D
F
は

直
接

清
算

参
加

者
i
が

拠
出

し
た
清

算
基

金
i

、

・
セ
ッ
ト
に
係
る
最
低
保
有
期
間
を
二
十
営
業
日
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

A
は

直
接

清
算
参

加
者

i
に

対
す

る
E
B
R
M
の

額

（第
八

号
及

び
第

九
N
e
t
,
i

i
、

。

号
に

お
い

て
同

じ

。

）

四

第
一
号
に
規
定
す
る
算
式
に
お
け
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に

A
は

当
該

適
格

中
央

清
算
機

関
が

有
す

る
各

直
接

清
算

参
加

者
に

対
N
e
t
,
1

、

係
る
当
初
証
拠
金
が
、
派
生
商
品
取
引
と
レ
ポ
形
式
の
取
引
の
双
方
を
対
象

す
る

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
額

の
う

ち
最

大
の

額
第

八
号

及
び

第
九

号
ー

ー
（

と
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
派
生
商
品
取
引
に
係
る
当
初
証
拠
金
及
び
当
該

に
お

い
て

同
じ

。
）

レ
ポ
形
式
の
取
引
に
係
る
当
初
証
拠
金
の
額
は
、
第
二
号
イ
に
定
め
る
額
（

A
は

当
該

適
格

中
央

清
算
機

関
が

有
す

る
各

直
接

清
算

参
加

者
に

対
N
e
t
,
2

、

担
保
を
授
受
し
て
い
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
す
る
。
）
と
同

す
る

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

の
額

の
う

ち
二

番
目

に
大

き
い

額
第

八
号

及
ー

ー
（

号
ロ
に
定
め
る
額
と
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

び
第

九
号

に
お

い
て

同
じ

。
）
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五

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

Σ
A

は
当

該
適

格
中

央
清

算
機

関
が

有
す

る
各

直
接

清
算

参
加

者
に

i
N
e
t
,
i

、

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
、
当
該

対
す

る
エ

ク
ス

ポ
ジ
ャ

の
額

の
合

計
額

第
八

号
及

び
第

九
号

に
お

ー
ー

（
区
分
ご
と
に
算
出
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、D

F
c
c
p

が
当
該
区
分
ご
と
に

い
て

同
じ

。
）

分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
のDF

c
c
p

は
、Σ

iEA
D
i

二

前
号
に
お
け
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
は
、
第
八
十
条
及
び
第
八
十
九

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

条
の
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
適
用
後
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
額
と
す
る
。

六

第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
清
算
参
加
者
が
自
己
の
勘
定
と
間

三

前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
派
生
商
品
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法

接
清
算
参
加
者
ご
と
の
勘
定
（
複
数
の
間
接
清
算
参
加
者
の
勘
定
を
一
括
し

適
用
後
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
七
条
の
カ
レ

て
管
理
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
括
し
て
管
理
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ

ン
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
を
用
い
る
。

の
勘
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
分
別
管
理

四

前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
ネ
ッ
ト
の
ア
ド

し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
自
己
の
勘
定
の
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ

オ
ン
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
を
用
い
る
。

ー
の
額
及
び
当
該
間
接
清
算
参
加
者
ご
と
の
勘
定
の
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ

ー
ジ
ャ
ー
の
額
の
合
計
額
をE

AD
i

と
す
る
。

七

前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
直
接
清
算
参
加
者
が
拠
出
し
た
清
算
基
金
が
、

当
該
直
接
清
算
参
加
者
の
自
己
の
勘
定
と
間
接
清
算
参
加
者
ご
と
の
勘
定
の

五

第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
グ

別
に
分
け
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
当
該
自
己
の
勘
定
に
係
る
当
初
証
拠

ロ
ス
の
ア
ド
オ
ン
の
計
算
に
当
た
り
、
オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
第
四
十

金
の
額
と
当
該
間
接
清
算
参
加
者
ご
と
の
勘
定
に
係
る
当
初
証
拠
金
と
の
額

八
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
額
と

の
割
合
に
応
じ
て
、
当
該
清
算
基
金
を
配
分
す
る
こ
と
と
す
る
。

す
る
。

２

前
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

六

第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ニ
（
第
八
十
三

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
合
計
額
」
と
い
う
。
）
と
、
適
格
中
央
清
算

条
第
五
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、

機
関
が
適
格
中
央
清
算
機
関
以
外
の
中
央
清
算
機
関
と
な
っ
た
と
仮
定
し
た
場

算
出
基
準
日
を
含
む
最
終
指
定
親
会
社
四
半
期
の
一
期
前
の
最
終
指
定
親
会

合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
仮

社
四
半
期
内
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
取
引
件
数
が
五
千
件
を
超
え
た
ネ
ッ
テ

定
し
た
合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
比
較
し
、
合
計
額
が
仮
定
し
た
合
計
額
を
上

ィ
ン
グ
・
セ
ッ
ト
に
係
る
最
低
保
有
期
間
を
二
十
営
業
日
と
す
る
こ
と
を
要

回
る
場
合
に
は
、
当
該
仮
定
し
た
合
計
額
を
当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す

し
な
い
。
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る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
及
び
当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清

七

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
お
い
て
、
清
算
基
金
が
一
定
の
区
分
ご
と
に

算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
第
一
号
の
所
要
自
己
資
本
額
は
当
該
区
分

一

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の

ご
と
に
算
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、D

F
CC
P

が
当
該
区

信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額

分
ご
と
に
分
別
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
区
分
ご
と
のD

F
CC
P

はΣ
i

二

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
係
る
清
算
基
金
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト

A
Ne
t
,
i

の
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

の
額

八

第
一
号
に
お
い
て
、
各
直
接
清
算
参
加
者
が
拠
出
し
た
清
算
基
金
の
額
の

合
計
額
（D

F
C
M

）
が
零
を
上
回
ら
な
い
場
合
は
、
次
の
算
式
を
用
い
て
所
要

自
己
資
本
額
（K

C
M

）
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

D
F
は

当
該

適
格

中
央

清
算

機
関

に
対

す
る

最
終

指
定

親
会

社
の

未
拠

出
*

、

の
清

算
基

金
の

額

D
F
は

直
接

清
算

参
加

者
i
の

未
拠

出
の

清
算

基
金

の
額

*i
、

九

前
号
に
お
い
て
、
各
直
接
清
算
参
加
者
の
未
拠
出
の
清
算
基
金
の
額
の
合

計
額
が
零
を
上
回
ら
な
い
場
合
は
、
次
の
算
式
を
用
い
て
所
要
自
己
資
本
額

（K
C
M

）
を
計
算
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

I
Mは

当
該

適
格

中
央

清
算

機
関

に
最

終
指

定
親

会
社

が
拠

出
し

た
当

初
証

、

拠
金

の
額

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
「
簡
便
的
手
法
」
と
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
信
用

リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
手
法
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
適
格
中
央
清
算
機
関
に
対
す
る
ト
レ
ー
ド
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
信
用
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リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

TE
は

当
該

適
格

中
央

清
算

機
関

に
対

す
る

ト
レ

ド
・

エ
ク

ス
ポ

ジ
ャ

、
ー

ー
ー

の
額

DF
は

当
該

適
格

中
央

清
算

機
関

に
最

終
指

定
親

会
社

が
拠

出
し

た
清

算
基

金
、

の
額

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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